
 

第 167 回「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会」 
ご説明内容 

 
 
１． 日 時 2017 年 5月 10 日（水）18:30～20:50 
 
２． 場 所 柏崎原子力広報センター 2 階研修室 
 
３． 議 事 

 
（１） 依頼状授与 
   自己紹介 （委員、オブザーバー、事務局） 

代表理事 挨拶 
会長・副会長の選出 

（２）前回定例会以降の動き、質疑応答 

   （東京電力 HD、規制庁、エネ庁、新潟県、柏崎市、刈羽村） 
（３）フリートーク （委員のみ） 

※議事 (2 )終了後、 オブザーバー、報道関係者、傍聴者の 
退席を予定 しています 。 

※議事 (3)フリートーク では 、新会長による会の運営につい 
ての確認 （会則、 目的、設立時の考え ）や説明などを予 
定しています。 

 
添付：第 167 回「地域の会」定例会資料 

 
以 上 



2017 年 5 月 10 日  

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第 167 回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 

 

【不適合関係】 

・ なし 

 

【発電所に係る情報】 

・ ４月 12 日 「北陸電力株式会社志賀原子力発電所２号炉の原子炉建屋内に雨水が流入 

した事象に係る対応について（指示）及び（追加指示）」に係る対応に 

ついて（最終報告）                     〔P.２〕 

・ ４月 13 日 中央制御室床下における水平分離板に係る点検状況について   〔P.５〕 

・ ４月 19 日 柏崎刈羽原子力発電所の免震重要棟の耐震性に関する報告書の新潟県知 

      事への提出について                         〔P.６〕 

・ ４月 27 日 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取り組み状況について 〔P.42〕 

・ ４月 27 日 柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の新規制基準への適合性審査の状況に 

ついて                            〔P.46〕 

・ ４月 27 日 中央制御室床下における水平分離板に係る点検状況について   〔P.49〕 

・ ４月27日 刈羽テフラに関する見解について                〔P.50〕 

－ 柏崎平野周辺の地層の成り立ち                〔P.52〕 

－ 柏崎平野周辺の地層の年代について        〔当社ＨＰ参照〕 

・ ４月27日 柏崎刈羽原子力発電所の防災訓練実施結果報告書の提出について 〔P.53〕 

 

 

【その他】 

・ ４月 28 日 2016 年度決算について                     〔P.54〕 

・ ４月28日 役員人事                           〔P.59〕 

 

【福島の進捗状況に関する主な情報】 

・ ４月27日 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況 

(概要版)                   〔別紙〕 

 

【柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の開催状況】 

・ ４月 13 日 原子力規制委員会 第 460 回審査会合 

       －設計基準への適合性及び重大事故等対策について－ 

 

以 上 

 

 

 

 
＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15 年 11 月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 
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「北陸電力株式会社志賀原子力発電所２号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象に係る

対応について（指示）及び（追加指示）」に係る対応について（最終報告） 

 

2017 年４月 12 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、原子力規制委員会より、「北陸電力株式会社志賀原子力発電所２号炉の原子炉建

屋内に雨水が流入した事象に係る対応について（指示）」及び「北陸電力株式会社志賀原子

力発電所２号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象に係る対応について（追加指示）※」

の指示文書を受領しました。 

指示に基づき、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに当該安

全機能を果たすために直接又は間接に必要とする構築物、系統及び機器を内包する建屋に

ついての貫通部から建屋内部への水の浸入を防ぐ措置の現況について取りまとめ、同委員

会へ中間報告をしております。 

［2017 年 3 月 8 日までにお知らせ済み］ 

 

当社は、前回調査以降引き続き調査を行った結果を取りまとめ、本日、同委員会へ最終

報告いたしましたのでお知らせします。 

 

調査の結果、福島第二、柏崎刈羽の両原子力発電所ともに、安全機能を有する機器・系

統に影響を与える貫通部はないことを確認しました。 

また、止水措置が必要な貫通部への止水を今後行うととともに、止水措置が完了するま

での間、外部からの浸水に対する監視を強化し、浸水に至る蓋然性が高い状況を検知した

時は、これを防ぐ応急処置を行います。 

 

福島第二原子力発電所においては、前回報告した内容から貫通部調査結果に変更はあり

ません。 

柏崎刈羽原子力発電所においては、再確認の結果、調査対象貫通部の箇所数は 664 箇所

（前回報告より 53 箇所増加[67 箇所増加(抽出漏れ等)、14 箇所減少(重複等)]）、そのうち

止水措置を実施する貫通部は 70 箇所（17 箇所減少[12 箇所増加、29 箇所減少]）となり

ました。 

なお、止水措置が必要な貫通部への措置は、福島第二原子力発電所においては 2017 年

９月末、柏崎刈羽原子力発電所においては 2018 年３月末を目処に完了する予定で、前回

報告した完了予定時期から変更はありません。 

以 上 

添付資料：「北陸電力株式会社志賀原子力発電所２号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事

象に係る対応について（指示）及び（追加指示）」に係る対応について（最終報告） 

【当社ＨＰを参照】 
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※指示文書（別表 1 含む）より当社関連部分を抜粋 

 

北陸電力株式会社志賀原子力発電所 2 号炉の原子炉建屋内に雨水が 

流入した事象に係る対応について（追加指示） 

 

原子力規制委員会は、平成 28 年９月 28 日に北陸電力株式会社志賀原子力発電所 2 号炉

において発生した原子炉建屋内に雨水が流入した事象について、平成 28 年 11 月 16 日付

け原規規発第 1611162 号により発電用原子炉設置者及び再処理事業者に対し調査を求め

ました。 

これに対し、同年 12 月 26 日までに発電用原子炉設置者及び再処理事業者から報告があ

り、その内容を精査したところ、志賀原子力発電所 2 号炉と同様の事象が他の発電用原子

炉施設及び再処理施設においても発生する可能性があると考えられることから、原子力規

制委員会は、外部からの浸水に対する原子力施設の安全性を更に向上させるため、発電用

原子炉設置者及び再処理事業者に対し、下記のとおり対応することを求めます。 

 

記 

 

１． 貴社から報告のあった、止水措置を実施していない建屋の貫通部（当該貫通部の外

側にある貫通部（以下「外郭貫通部」という。）の全てに止水措置を実施しているも

のを除く。）について、当該貫通部又は全ての外郭貫通部に対し、速やかに止水措置

を実施することにより、外部からの浸水に対する原子力施設の安全性を向上させる

こと。なお、止水措置の実施が完了するまでの間は、当該貫通部に対する外部から

の浸水を監視するとともに、浸水に至る蓋然性が高い状況を検知したときは、これ

を防ぐ応急処置を実施すること。 

 

２． 1．の止水措置を実施することが安全設計上不可能な場合等の特段の合理的理由が

ある場合にあっては、外部からの浸水に対して止水措置以外の措置を実施すること

を妨げない。この場合においては、速やかに当該措置を実施することに加え、当該

貫通部に対する外部からの浸水を監視するとともに、浸水に至る蓋然性が高い状況

を検知したときは、これを防ぐ応急処置を実施すること。 

 

３． 1．及び 2．の措置を実施するための計画を策定し、平成 29 年 3 月 8 日までに原子

力規制委員会に報告すること。 

 

 

 

 

 

 

別表 1：文書発出先毎の対象施設 
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発出先 対象施設 

東京電力ホールディングス株式会社 福島第二原子力発電所 1 号炉 

福島第二原子力発電所 2 号炉 

福島第二原子力発電所 3 号炉 

福島第二原子力発電所 4 号炉 

柏崎刈羽原子力発電所 1 号炉 

柏崎刈羽原子力発電所 2 号炉 

柏崎刈羽原子力発電所 3 号炉 

柏崎刈羽原子力発電所 4 号炉 

柏崎刈羽原子力発電所 5 号炉 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉 

柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 メディア・コミュニケーショングループ 03-6373-1111（代表） 
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（お知らせメモ） 

 

中央制御室床下における分離板に係る点検状況について 

 

2017 年 4 月 13 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

 

  当所は現在、1，2，3，6 号機の中央制御室床下において、水平分離板および垂直分離板

の設置状況について点検を進めておりますが、4 月 12 日時点までの点検状況は以下の通り

です。 

なお、2 号機の水平分離板については、2 月 23 日より点検を行っておりましたが、3 月   

28 日までに点検が終了し、新たな不適合は確認されませんでした。これをもって 1，2，3，
6 号機の水平分離板の点検は終了いたしました。 

 
引き続き、1，2 号機の垂直分離板の点検を行ってまいります。3，6 号機の垂直分離板に

ついては、3月 29 日までに点検が終了し、新たな不適合は確認されませんでした。 
 
また、2016年 11 月 22 日に 7 号機中央制御室床下のトレイ下部において安全区分を貫通 

して敷設されていたケーブルが確認された事象の水平展開として、5 月中旬より 4号機の中 
央制御室床下の追加の詳細点検を行ってまいります。 

なお、5，7 号機については、3月 7 日までに点検が終了し、新たな不適合は確認されませ 
んでした。 

 

【点検状況】 

  ＜水平分離板＞ 

号機 点検の進捗率 不適合是正枚数 点検計画・実績 

１号機 100％ 0 枚 点検終了 

２号機 100％ 0 枚 点検終了 

３号機 100％ 0 枚 点検終了 

６号機 100％ 0 枚 点検終了 

 

＜垂直分離板＞ 

号機 点検の進捗率 不適合是正枚数 点検計画・実績 

１号機 89％ 0 枚 3 月 6 日～4 月下旬 

２号機 85％ 0 枚 3 月 6 日～4 月下旬 

３号機 100％ 0 枚 点検終了 

６号機 100％ 0 枚  点検終了※ 

※ 2016 年 6 月頃に行った垂直分離板の転倒防止措置実施時に併せて点検を行って 

おり、新たな不適合がないことを確認済み。 

 
 
以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131（代表） 
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柏崎刈羽原子力発電所の免震重要棟の耐震性に関する報告書の 

新潟県知事への提出について 

 

2017 年 4 月 19 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

新 潟 本 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所の免震重要棟の耐震性に関する米山新潟県知事からのご要請に

対して、本日、添付のとおりご報告いたしましたのでお知らせします。 

 

【送付資料】 

・柏崎刈羽原子力発電所免震重要棟の審査対応問題と潟県における 

ご説明に関するご報告 

                    ※概要版については、当社ＨＰ参照 

 

 

 

 

       

以 上 

 

連絡先： 

東京電力ホールディングス株式会社 

新潟本部 広報総括グループ    

ＴＥＬ：025-283-7461  
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柏崎刈羽原子力発電所免震重要棟の審査対応 

問題と新潟県におけるご説明に関するご報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年４月 

東京電力ホールディングス株式会社
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目次 

 

はじめに ………………………………………………………………………………１ 

 

本報告書の内容について ……………………………………………………………２ 

 

第Ⅰ章 新潟県の皆さまからのご懸念の声に対する反省及び改善策 

１． 新潟県の皆さまからのご懸念の声に対する反省 ……………………………３ 

 

２． 反省点と改善に向けた分析 …………………………………………………１０ 

 

３． 具体的な改善策  ……………………………………………………………１２ 

 

 

第Ⅱ章 審査対応における問題点と対策 

１． 事象の概要  …………………………………………………………………１４ 

 

２． 時系列の整理  ………………………………………………………………１５ 

 

３． ５つの問題点と原因の分析  …………………………………………………１５ 

 

４． 対策  …………………………………………………………………………１９ 

 

 

第Ⅲ章 代表的なご懸念の声に対する弊社見解 …………………………………２２ 

 

おわりに  ……………………………………………………………………………３０ 

 

 

添付資料 

  資料１．当社広報紙ニュースアトム（２０１４年１０月、２０１６年３月、２０１６年９月、 

                       ２０１７年１月）
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1 

 

はじめに 

 

弊社は、本年２月１４日の審査会合において、柏崎刈羽原子力発電所の免震重要

棟の耐震性について的確なご説明が出来なかったことから、新潟県において大きな

ご懸念の声を生むこととなり、２月１６日には米山新潟県知事より、以下のご要請をい

ただきました。 

 

１．事実と異なる説明をしていたことについて、原因及び経緯を報告すること 

２．このたびの事例を踏まえ、社内において講じた措置について説明すること 

３．免震重要棟の耐震不足の問題に限らず、特に安全対策に関わることがら 

については、事実に基づいた説明を行うこと 

 

 

【ご懸念を生じさせた反省点の総括】 

免震重要棟は、２００９年に中越沖地震相当の地震に耐える設備として竣工して以

来、現在もその耐震性に変わりはありません。 

 

一方で、２０１３年の新規制基準発効後は、免震重要棟がこれを満足しないことが

明らかとなり、２０１５年２月１０日の審査会合では、３号炉原子炉建屋内緊急時対策

所と併用することを説明しております。 

 

弊社はこのような経緯を新潟県の皆さまに積極的にご説明しておらず、柏崎刈羽

原子力発電所におけるご視察等では、免震重要棟での訓練等を中心としたご説明を

継続してきており、緊急時対策所としての位置付けや、併用という弊社の考え方を広

くお伝えできていませんでした。 

 

さらに最終的には、併用で新規制基準を満足することは困難と判断するに至り、２

０１７年２月２１日の審査会合で、急きょ免震重要棟を緊急時対策所として使用しない

ことを表明したことにより、免震重要棟の耐震性について多くのご懸念を生じさせたも

のと反省しております。 

 

新潟県の皆さまに大変なご心配とご不安をおかけしたことを、心よりお詫び申し上

げるとともに、本報告書にてご要請事項に対する本問題の調査結果をご報告いたし

ます。 
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2 

 

本報告書の内容について 

 

免震重要棟の耐震性の問題につきましては、新潟県知事のご要請をはじめとして

新潟県内で展開している「東京電力コミュニケーションブース」などを通じ、新潟県の

皆さまから以下のご懸念の声を含めた合計２１５件のご意見をお伺いしました。 

○  ○東京電力は、免震重要棟の耐震性について３年間事実と異なる説明をして

きており、今になって免震重要棟の耐震不足を認めたことは隠ぺいである。 

    ○東京電力は、免震重要棟を緊急時対策所として使用しないという地域に不

安を与える変更を急きょ発表するなど、不誠実な対応を繰り返している。 

       

これらは今回の審査対応のみではなく、弊社の新潟県におけるご説明に関するご

懸念であることから、先ず第Ⅰ章にて、免震重要棟や緊急時対策所に関する対外的

な説明状況や広報活動等の事実関係を再確認した上で、十分な説明ができていなか

った点を反省し、要因分析による根本原因の追究と実効性ある改善策の検討を行い

ました。 

 

第Ⅱ章では、ご要請事項のうち、審査対応の問題とその原因、対策（措置）につき

まして、ご報告いたします。なお、本章の内容は、本年３月９日に原子力規制庁に報

告しております。 

 

本問題の総括としましては、新潟県の皆さまからの本問題に関する代表的なご懸

念の声に対しまして、第Ⅰ章・第Ⅱ章による調査結果に基づき、第Ⅲ章に弊社の見

解を記載しております。 

 

＜用語解説＞ 

「免震重要棟」      ⇒災害発生時に対策活動の拠点となる対策室や通信・電 

源等の設備を収納している免震構造による建物 

「基準地震動」      ⇒発電所敷地内で想定される最大の地震動（Ss と記載す 

ることもある） 

 「重大事故等対処施設」⇒新規制基準によって、設計想定を超える事象（シビアア 

クシデント）への対策に必要とされる施設のことであり 

基準地震動（Ss）に耐えること等を要求される 

 「緊急時対策所」    ⇒重大事故等対処施設の一つで、一次冷却系統にかかる

施設の損壊等が生じた場合に、中央制御室以外の場所

から必要な対策指令等を行うために設ける施設 
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第Ⅰ章 新潟県の皆さまからのご懸念の声に対する反省及び改善策 

 

１．新潟県の皆さまからのご懸念の声に対する反省 

 

 今回の免震重要棟に関する問題について、新潟県知事のご要請をはじめ新潟

県の皆さまから様々なご懸念の声をいただいたことから、これまで当社が免震

重要棟や緊急時対策所について、原子力規制庁及び新潟県の皆さまに対し、ど

のようなご説明等を行ってきたのか時系列に沿って確認しました。 

 

 

原子力規制庁へのご説明概要 

・２０１３年９月の設置変更許可申請時 

   緊急時対策所を免震重要棟内に設置 

・２０１５年２月の審査会合 

   ３号炉原子炉建屋内にも緊急時対策所を追加設置して免震重要棟と併用 

・２０１６年１０月の審査会合 

   追加設置場所を３号炉原子炉建屋内から５号炉原子炉建屋内に変更 

・２０１７年２月２１日の審査会合 

   緊急時対策所を５号炉原子炉建屋内のみに変更 

 

 

新潟県の皆さまへの主なご説明実績（原子力規制庁再掲） 

２０１３年 ９月２７日  柏崎刈羽６号及び７号炉設置変更許可申請について公表 

（２０１３年１２月    審査対応の目的で基準地震動による解析を実施） 

（２０１４年 ２月       ３号炉に緊急時対策所を追加設置することを社内決定） 

（２０１４年 ４月      免震重要棟の耐震性向上を目的に補強検討用解析実施） 

２０１４年１０月１２日 当社広報紙ニュースアトム1において、「緊急時には免震構

造の建物内にある「緊急時対策所」が活動拠点になる」こと

を掲載 

                                         
1 ニュースアトムは添付資料参照（以降も同様） 
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２０１５年 ２月１０日 審査会合において、３号炉の緊急時対策所追加設置（併

用）及び免震重要棟の耐震性を説明。本内容について、同

日報道された2 

－免震重要棟の耐震性について、免震構造は発電施設

に大きな影響が生じる可能性がある短周期地震動に

対して優位性を持っている一方、非常に大きな長周期

地震動である一部の基準地震動に対しては通常の免

震設計のクライテリアを満足しないことを説明 

２０１５年 ２月１３日 新潟県からの要請を受けて、３号炉に設置する緊急時対策

所について、審査会合の３日後に説明（本社審査対応部署3

が説明し、新潟本部の前身である新潟事務所が同席） 

２０1５年 ３月 ４日 柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会（以

下、地域の会という）において、資料「柏崎刈羽原子力発電

所における安全対策の取り組み状況について」に「３号炉に

おける緊急時対策所の整備」を追加して配布 

２０１５年 ３月１０日 安全協定に基づく柏崎刈羽原子力発電所の状況確認にお

いて、新潟県からの要請を受けて、新潟県、柏崎市、刈羽

村に３号炉緊急時対策所を確認していただく 

－３号炉緊急時対策所は免震重要棟が使えない場合の

活動場所として想定しており、将来的には高台に剛構

造の緊急時対策所の設置を計画していることを説明 

２０１６年 ３月１９日 ニュースアトムにおいて、「緊急時の活動拠点となる免震重

要棟の放射線防護を強化している」と掲載 

２０１６年 ５月２６日 新潟県からの要請を受けて、免震重要棟緊急時対策所と３

号炉緊急時対策所の審査状況を説明（本社審査対応部署

にて説明し、新潟本部が同席） 

２０１６年 ９月 ４日 ニュースアトムにおいて「事故時の活動拠点となる免震重

要棟にて要員・体制などについて柏崎市長にご説明」と掲

載 

                                         
2
 緊急時対策所を併用する方針へ変更したことについて、以下のとおり報道されている 

・２０１５年２月１０日 共同通信 

「東電は２００７年中越沖地震を受けて建設した免震重要棟に対策所を設置した。しかし、想定さ

れる長周期の地震では損傷する可能性があるため、３号炉の中央制御室そばにも対策所を設置

して使い分けると説明した。」（翌２月１１日には、新潟日報朝刊でも同様の報道） 
3 本社原子力設備管理部等の新規制基準の安全審査に対応する部署（以降も同様） 
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２０１６年９月１３,１４日 地域の皆さまへの説明会（柏崎市、刈羽村で開催）におい

て、適合性審査の状況説明の一つとして、免震重要棟と３

号炉に緊急時対策所を設置することを説明 

２０１６年１０月 ６日  地域の会による柏崎刈羽原子力発電所ご視察において、

免震重要棟での訓練をご案内 

２０１６年１０月１３日  審査会合において、緊急時対策所を３号炉から５号炉原子

炉建屋に変更することを説明 

２０１６年１０月１８日 新潟県からの要請を受けて、緊急時対策所を３号炉から５ 

 号炉原子炉建屋に変更することを、審査会合の５日後に説

明（本社関係者にて説明し、新潟本部が同席） 

２０１６年１１月 ２日  地域の会において、「６号炉、７号炉の安全性を可能な限り

早期に確保する観点から、免震重要棟と併用する剛構造

の緊急時対策所の設置場所を、３号炉から５号炉の原子炉

建屋内に変更したいと考えている」と説明 

２０１６年１２月１６日   柏崎市長による柏崎刈羽原子力発電所ご視察において、

免震重要棟での訓練をご案内 

 －荒浜側防潮堤にかかる液状化問題を説明する中で、 

３号炉から５号炉原子炉建屋に緊急時対策所を移す

ことにしたとの口頭での説明に留まっている 

２０１７年 １月 ９日   ニュースアトムにおいて、「柏崎市長による柏崎刈羽原子力

発電所ご視察の際に、事故時の対応拠点となる免震重要

棟で訓練する様子をご覧いただいた」ことを掲載 

２０１７年 ２月 １日   新潟県知事による柏崎刈羽原子力発電所ご視察において、

免震重要棟での訓練をご案内 

－発電所緊急時対策本部の組織構成や防災資機材等

を説明したが、５号炉緊急時対策所との併用等の説

明はしていなかった 

２０１７年 ２月 ９日 発電所長定例会見において、５号炉緊急時対策所につい

ては、発電所で想定する地震動に幅広く対応できるよう、免

震構造とは異なる剛構造の緊急時対策所とし、耐震設計、

建物構造に多様性を持たせるとともに、分散設置すること

のメリットを説明 

２０１７年 ２月１４日 審査会合で、免震重要棟が新規制基準を満たすことは難し

いと説明。このとき、「２０１３年審査対応用解析」と「２０１４

年補強検討用解析」について適切な説明なく提示 
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２０１７年２月１５日 新潟県からの要請を受けて、「２０１３年審査対応用解析」と

「２０１４年補強検討用解析」について審査会合翌日に説明

（新潟本部にて説明） 

２０１７年２月２１日 新潟県に、免震重要棟を緊急時対策所として使用しないこ

とを審査会合直前に説明（新潟本部にて説明） 

同   日 審査会合において、免震重要棟を緊急時対策所として使用

しないことを表明 

 

年 審査会合等 説明

2013
9/27
(12月

適合性審査申請（免震重要棟）
2013年審査対応用解析実施)

2014
(2月
(4月

3号炉追加設置社内決定)
2014年補強検討用解析実施)

10/12 ニュースアトム

2015

2/10 審査会合（3号炉＋免震重要棟）
2/13
3/4
3/10

新潟県説明
地域の会
安全協定に基づく状況確認

2016
10/13 審査会合（3号炉→5号炉）

3/19
5/26
9/4
9/13,14
10/6

10/18
11/2
12/16

ニュースアトム
新潟県説明
ニュースアトム
地域説明会
地域の会 免震重要棟訓練視察

新潟県説明
地域の会
柏崎市長 免震重要棟訓練視察

2017
2/14

2/21

審査会合（免震重要棟耐震性）

審査会合（免震重要棟断念）

1/9
2/1
2/9

2/15
2/21

ニュースアトム
新潟県知事 免震重要棟訓練視察
発電所長定例会見

新潟県説明
新潟県説明

3号炉
原子炉
建屋内
緊急時
対策所

免震
重要棟
緊急時
対策所

5号炉
原子炉
建屋内
緊急時
対策所

 

免震重要棟や緊急時対策所に関するご説明実績 
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なお、当時(２０１７年２月１５日以前)の当社ホームページには、審査会合資料を掲

載するとともに、免震重要棟については「中越沖地震の反省を踏まえ設置した免震重

要棟は、震度７クラスの揺れを１/３～１/４程度に低減でき、事故時の対応拠点となり

ます。」と掲載。 

 一方、５号炉（３号炉）の緊急時対策所については記載していない。 

 

 

 

２０１７年２月１５日以前の免震重要棟に関する当社ホームページ掲載内容 
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  これまでの時系列を確認したところ、以下の通り、新規制基準における免震重要

棟の位置付けについて、丁寧かつ十分なご説明ができていなかったことが分かっ

た。 

・２０１５年２月の審査会合においては、免震重要棟のみを緊急時対策所として

使用する方針から、３号炉原子炉建屋に緊急時対策所を追加設置し、免震重

要棟と併用する方針に変更した。本内容については「想定される長周期の地震

動では（免震重要棟が）損傷する可能性があるため、３号炉原子炉建屋内に設

置する緊急時対策所と使い分ける方針を説明した」と報道された。 

・しかしながら、その後の広報紙や地域説明会（柏崎市と刈羽村で開催）、発電

所ご視察時などの機会を通じた当社の広報対応においては、審査会合におけ

る免震重要棟の位置付けの変更について、積極的にご説明していなかった。 

・新潟県に対しては、審査会合でご説明した免震重要棟の位置付けに関する方

針変更について、当社からご説明の機会を設けず、いずれもご要請を受けてか

らのご説明に留まっていた。 

・本年２月１４日の審査会合を契機に新潟県の皆さまからのご懸念の声が多く寄

せられているなか、免震重要棟を緊急時対策所として使用することを断念する

という重要な方針変更について、新潟県へのご説明が審査会合の開始直前と

なった。 

・新潟県知事と柏崎市長による発電所ご視察の際には、免震重要棟での緊急時

対応訓練などを中心にご案内しており、５号炉(３号炉)原子炉建屋内緊急時対

策所との併用等の丁寧なご説明をしていなかった。 

・ホームページでは、免震重要棟について「事故時の対応拠点」としているが、５

号炉(３号炉)原子炉建屋内緊急時対策所についてのご説明をしていない。 

 

なお、これらの調査の過程で社内関係者に聴取した結果、ご視察者さま等から

お問い合せをいただいた際には、正確に経緯や位置付けをご説明していたことは

確認された。 
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以上により判明した課題から３つの反省点を抽出し、改善に取り組むこととした。 

 

<反省点１>２０１５年２月の審査会合以降、免震重要棟が「新規制基準上の耐震性

を満たしていない」ことを新潟県の皆さまや社会に正確にお伝えできて

いなかった。 

    

<反省点２>免震重要棟が「主たる緊急時対策所」であることのみを広報してきたこ

とにより、５号炉(３号炉)緊急時対策所を併用するという当社の考え方

を広くお伝えできていなかった。 

    

<反省点３>免震重要棟を緊急時対策所としては使用しなくなる、という重要な方針

変更について、自治体への説明が直前となった。 
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２．反省点と改善に向けた分析 

前述の反省点について、以下の通り要因分析を行った。 

 

<反省点１> 

２０１５年２月の審査会合以降、免震重要棟が「新規制基準上の耐震性を満たして  

いない」ことを新潟県の皆さまや社会に正確にお伝えできていなかった。 

<反省点２> 

免震重要棟が「主たる緊急時対策所」であることのみを広報してきたことにより、 

５号炉（３号炉）緊急時対策所を併用するという当社の考え方を広くお伝えできてい

なかった。 

 

＜反省点１＞及び＜反省点２＞に対する根本原因として、以下の２点を特定した。 

 

【根本原因１】 

・ 本社審査対応部署は、免震重要棟が新規制基準を満足しないことが、社会

的影響のある事象として認識しておらず、正確にコミュニケーション部門4に伝

えられなかった。 

・ 一方で、コミュニケーション部門は、審査対応の内容を積極的には理解しよう

とせず、社会の目線を本社審査対応部署に伝えられなかった。 

・ これらのことは、新潟県の皆さまや社会にどう受け止められるかを敏感に捉

え、正確な情報を誠実に伝える姿勢が不足していたことや、社外の視点を業

務に活かしていくような関係部門間のコミュニケーションが不足していたこと

が根本的な原因といえる。 

 

【根本原因２】 

・ 免震重要棟が新規制基準を満足しないことが、社会的影響のある事象として

正確にコミュニケーション部門に伝わらなかったことから、免震重要棟が「主

たる緊急時対策所」であることが強調された広報となっていた。 

・ 免震重要棟は、福島第一原子力発電所の事故対応において有効に活用さ

れた実績があり、新潟県中越沖地震にも耐える施設であるうえ、５号炉（３号

炉）緊急時対策所は未完成であったことなどから、その位置付けが変更（併

用）となっていることを積極的に説明する意識が不足していた。 

・ また、過去の反省に基づき、社会目線の広報内容となっているかをチェック

する組織はあったが、上記のご説明の変更に関する指摘はなかった。 

                                         
4 本社、新潟本部、柏崎刈羽原子力発電所の広報・広聴活動に携わる部門（以降も同様） 
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・ これらのことは、重要な方針や安全への取り組みを新潟県の皆さまや社会に

対して、正確かつ丁寧にお伝えする企業姿勢が不十分であったことが根本

的な原因といえる。 

 

根本原因に対し、以下の方向性にて、改善していく。 

 

改善の方向性Ⓐ ： 審査対応に専念している本社審査対応部署と地域対応を担うコ

ミュニケーション部門との連携を深める。 

改善の方向性Ⓑ ： 新潟県の皆さまや社会に対して、社会的影響のある事象を誠実

かつ丁寧にご説明する。 

 

<反省点３> 

免震重要棟を緊急時対策所としては使用しなくなる、という重要な方針変更に 

ついて、自治体への説明が直前となった。 

 

＜反省点３＞に対する根本原因として、以下を特定した。 

 

【根本原因３】 

・ 本社審査対応部署は審査に集中するあまり、自治体の皆さまへ丁寧にご説

明するとの意識が不足していたことから、安全対策設備の重要な方針変更

について、コミュニケーション部門への情報伝達が遅れた。 

・ また、コミュニケーション部門において、審査会合に関する内容を自治体の

皆さまに、日ごろから丁寧にお伝えする機会が不足していた。 

・ これらについては、安全対策の変更など重要な事柄について、自治体を始め

とする新潟県の皆さまに、適切かつ十分にご説明する意識が不足していたこ

とが根本的な原因と考える。 

 

根本原因に対し、以下の方向性にて、改善していく。 

 

改善の方向性Ⓒ ： 安全対策の変更など重要な事柄を新潟県の皆さまに誠実かつ

丁寧にお伝えする。 

 

これらの反省点と根本原因に共通する背景には、自社の目線のみにとらわれて、

社会の皆さまの視点よりも自社の都合を優先して考え、行動してしまう体質があると

考えられる。これについては、上記の改善の方向性を志向する中で、改善の努力を

積み重ねていく。 
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３．具体的な改善策 

 

 改善の方向性を踏まえた具体的な改善策は以下の通り。 

 

（１）改善の方向性Ⓐ 「審査対応に専念している本社審査対応部署と地域対応を担う

コミュニケーション部門との連携を深める」 

 

<改善策①> 新たに設置した「審査方針確認会議」（Ⅱ．４．（１）③）を活用し、

安全対策に関する重要な方針について、本社審査対応部署とコ

ミュニケーション部門による情報共有の実施 

<改善策②> 本社原子力部門役職者による新潟本社広聴活動の実施 

（広聴活動例：柏崎市・刈羽村での訪問活動、県内各所でのブー

ス説明会、ボランティア活動等） 

 

（２)改善の方向性Ⓑ 「新潟県の皆さまや社会に対して、社会的影響のある事象を誠

実かつ丁寧にご説明する」 

 

<改善策③> 地域の会において、柏崎刈羽原子力発電所に関するコミュニケ

ーション活動等の取り組みを毎月報告し、ご意見を伺う 

<改善策④> 社会的影響のある事象を、分かり易くタイムリーにお伝えするよ

う、当社広報対応における説明内容の一層の改善を図る 

（広報対応例：発電所ＰＲ館、ご視察、地域説明会や県内各所で

のブース説明会、ホームページ等） 

<改善策⑤> 本社原子力部門、新潟本部、柏崎刈羽原子力発電所を対象に、

情報公開、コミュニケーションにおける当社問題事例を題材とし

た継続的な意識改革研修の実施 

 

（３）改善の方向性Ⓒ 「安全対策の変更など重要な事柄を新潟県の皆さまに誠実か

つ丁寧にお伝えする」 

 

<改善策①> 新たに設置した「審査方針確認会議」（Ⅱ．４．（１）③）を活用し、

安全対策に関する重要な方針について、本社審査対応部署とコ

ミュニケーション部門による情報共有の実施 

<改善策②> 本社原子力部門役職者による新潟本社広聴活動の実施 

（広聴活動例：柏崎市・刈羽村での訪問活動、県内各所でのブー

ス説明会、ボランティア活動等） 
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<改善策⑥> 新潟県、柏崎市、刈羽村との情報連絡において体制を強化し、

審査状況等を適宜適切にご報告する 

 

  

本改善策については、後記「Ⅱ．４．対策」と併せ、原子力改革特別タスクフォース

が継続的にその進捗を管理するとともに、原子力改革監視委員会などに報告し、第

三者の視点での評価を受ける。 

これらを通じて、本社審査対応部署など原子力部門の社員の意識が改善され、地

元本位・社会目線での行動になっているかを継続的に確認するとともに、新たな課題

を自ら提起し不断の改善に取り組む。 
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第Ⅱ章 審査対応における問題点と対策 

 

１． 事象の概要 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の設置変更許可申請時には、免震重要

棟を緊急時対策所と位置付けていた。その後、審査の過程において免震重要棟だ

けで許可を取得することは困難と判断し、剛構造の構築物である原子炉建屋内に

緊急時対策所を追加設置することとした。 

原子炉建屋内に緊急時対策所を設けることとなったとはいえ、免震重要棟は新

潟県中越沖地震相当の地震には十分に耐える設備であること、また地震以外の

原因で発生した原子力災害に対しては緊急時対策所として有効に活用できること

から、条件に応じた免震重要棟の活用方法について審査を受ける方針としてい

た。 

しかしながら、本年２月１４日の審査会合において、免震重要棟が新潟県中越

沖地震に対して耐えること、過去の免震重要棟の耐震解析の有効性について的

確な説明を行うことができなかったことから、免震重要棟の耐震性と当社の説明の

信頼性に大きな疑義を持たれることとなった。 
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２．時系列の整理 

 問題に至った時系列は以下の通り。 

２００９年１２月   新潟県中越沖地震相当の地震に耐える設備として 

免震重要棟竣工 

２０１１年 ３月    東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）発生 

２０１３年 ７月    新規制基準発効 

２０１３年 ９月    ６号及び７号炉設置変更許可申請 

２０１３年１２月   「２０１３年審査対応用解析」実施。基準地震動 Ss-２、３には許容 

変位量（７５ｃｍ）を下回り、Ss-１、４、５、６、７では許容変位量 

（７５ｃｍ）を超えることを確認 

２０１４年 ２月 社内にて３号炉へ緊急時対策所の追加設置を決定 

２０１４年 ４月 「２０１４年補強検討用解析」実施。基準地震動 Sｓ-１～７の全て

について許容変位量を上回る結果を得た。なお、西山層以深の

地盤データについては近接する１号炉原子炉建屋下のデータを

流用 

２０１４年１１月 審査会合で３号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を設置すること

を説明 

２０１５年 ２月 審査会合で「一部の基準地震動に対しては通常の免震設計のク

ライテリアを満足しない」と「２０１３年審査対応用解析」の結果に

基づき説明。また、免震重要棟だけで新規制基準を満たすことは

難しいことから３号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を追加設置

し、免震重要棟との併用を提案 

２０１６年１０月    緊急時対策所を３号炉から５号炉に変更 

２０１７年２月１４日 審査会合で、免震重要棟が新規制基準を満たすことは難しいと

説明。このとき、「２０１３年審査対応用解析」と「２０１４年補強検

討用解析」について適切な説明なく提示 

 

３． ５つの問題点と原因の分析 

 ２０１５年２月と２０１７年２月の審査会合での問題について以下５点を抽出した。 

問題点１： 「一部の基準地震動に対して・・・満足しない」との表現を用いて、他の基

準地震動に対しては新規制基準に適合するかのような説明となった。

（２０１５年２月の審査会合） 

問題点２： 「２０１４年補強検討用解析」結果を示さなかった（２０１５年２月の審査会

合） 

 問題点３： ２０１５年の説明に用いなかった「２０１４年補強検討用解析」を、適切な説  

        明もなく提示した（２０１７年２月の審査会合） 
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問題点４： 免震重要棟が新潟県中越沖地震レベルの地震に耐えることを端的に説

明できなかった（２０１７年２月の審査会合） 

問題点５： 他の関係者が問題を防ぐことができなかった（２０１７年２月の審査会合） 

 

各問題点における原因分析は以下の通り。 

（１）問題点１ 

緊急時対策所プロジェクトマネージャが２０１５年２月の審査会合で「一部の基準地

震動に対する評価としては、通常の免震設計クライテリアを満足しない場合があ

り・・・」との表現を用いて、他の基準地震動に適合するような説明を行った。 

その原因は、先ず、前任の建築技術グループマネージャは、当初の申請内容を改

めて、原子炉建屋内に緊急時対策所を設置する理由を説明することが目的であるた

め、基準地震動のいくつかに対して免震重要棟が許容変位を超えることを説明すれ

ば、追加設置の必要性を説明する理由として十分であると考えていた。 

前任の建築技術グループマネージャは、説明の根拠としていた「２０１３年審査対

応用解析」は、基礎下に直接地震動を入力しており、規制要件に準拠した手法ではな

かったが、免震重要棟がクライテリア（変位が７５ｃｍ以下に収まること）を満足しない

ことを示すためには使用できると考えた。 

さらに、前任の建築技術グループマネージャは、新規制基準では、全ての基準地

震動に対し要求される基準を満足することが必要であり、一部の基準地震動に対し

て要求される基準を満たしたとしても緊急時対策所としては認められないことも承知

していた。 

このため、「一部の基準地震動に対して・・・満足しない」との表現で、免震重要棟

は新規制基準を満足せず、３号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を追加する必要性

を説明できると考えた。 

なお、前任の建築技術グループマネージャがこの定性的な表現で説明を留めてし

まい、資料提出のための確認過程でも具体的な解析方法や結果の記載を加えなか

ったのは、組織として体系的、定量的に説明する姿勢が足りなかったからである。 

なお、免震重要棟は、竣工以降、緊急時対策本部として位置付けられ、免震重要

棟を用いた緊急時対応訓練や免震重要棟の使用可否判断と使用できない場合の３

号炉原子炉建屋内緊急時対策所への立ち上げ訓練等を実施してきた。また、組織内

に何があっても緊急時対応に免震重要棟を使わなければならないという考えはなか

ったが、新潟県中越沖地震に耐える耐震性能を持ち、福島第一原子力発電所事故に

おいても有効に事故対応に利用された免震重要棟を使用可能な条件下においては

有効活用する方針であった。 
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（２）問題点２ 

前任の建築技術グループマネージャは、免震重要棟の耐震性向上策の検討を目

的とした解析が以下の理由により、審査の根拠とするには適切ではないと考えて、免

震重要棟の耐震性向上策の検討を目的とした「２０１４年補強検討用解析」を採用し

なかった。 

・ 西山層以深の地盤データは近接する１号炉原子炉建屋下のデータであり、実際

の地盤データとは異なるものを使用している。 

・ 変形が４ｍ以上と、極端に大きな結果となっており、解析の信頼性が劣ると考え

た。 

２０１５年２月の時点で、当社は、免震重要棟と３号炉原子炉建屋内緊急時対策所

の使い分けの判断について、「地震を起因とする重大事故以外の事象については免

震重要棟を使用する。地震が発生した場合は、建物の使用可否を判断した上で使用

する。」としており解析によって、どこまでの地震にもつ検討を行うよりも、免震層の変

位量が目標変形量７５cm 以下に保たれたことを確認することで、使い分けの判断を

容易にすることが必要であると考えた。これらのプロセスについては、原子力設備管

理部長が承認している。 

 

（３）問題点３ 

２０１６年夏に建築技術グループマネージャを引き継いだ者は、今回の審査会合で

は、一部としていた基準地震動への適合性が論点になると認識していたため、これま

でに得られていた２つの解析結果を提示することとした。 

また、建築技術グループマネージャは、２０１７年の２月初旬にグループメンバから

「２０１４年補強検討用解析」を知らされたばかりで、２０１５年の説明時の根拠としな

かった理由を知らず、その妥当性について十分な吟味もしなかったからであった。 

さらに、妥当性の吟味が迅速に行えなかった背景に、設計や意思決定の根拠とし

て、解析の情報を管理、保管、共有する仕組みが足りなかった。 

次に、説明の一貫性を確認する立場にあった緊急時対策所プロジェクトマネージャ

による事前確認も不十分であった。その原因は、新規制基準に適合した緊急時対策

所を構築する総括責任は緊急時対策所プロジェクトマネージャにあるとの認識が不

足し、審査において適切な説明の準備をすることへの注意が十分に払われなかった

からである。 

さらに、緊急時対策所プロジェクトマネージャが、十分な役割を発揮できていない

背景に、プロジェクトマネージャの職位がマネージャレベルの場合、他の同列のグル

ープマネージャに対して強い指導力を発揮し難い状況があった。 
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このため、組織内に「２０１４年補強検討用解析」の目的や結果に技術的に問題が

あるとの認識が共有されないまま、解析結果の存在だけが認識され、原子力設備管

理部長も「２０１４年補強検討用解析」に技術的に問題があるとの認識がないまま、情

報公開を優先し、提示すべきと考えた。 

 

（４）問題点４ 

建築技術グループマネージャは、免震重要棟が設計時に通常の建築基準法の要

求以上の厳しい条件に対して評価されていることは承知していたが、新潟県中越沖

地震レベルに対して耐えるというためには、それだけでは不十分と考え、回答を逡巡

した。 

実際には、設計時に新潟県中越沖地震の観測小屋の記録を用いて評価しており

耐えることを確認していたが、建築技術グループマネージャは過去のこの評価結果を

知らなかった。 

建築技術グループマネージャが過去の評価結果を知らなかったのは、昨年夏の着

任以降は５号炉の緊急時対策所の設置に注力していたため、免震重要棟の耐震性

能をレビューする余裕がなかったためである。さらに背景要因として、設計や意思決

定の根拠として、解析の情報を位置付け、管理、保管、共有する仕組みがなかったこ

とから、解析の条件を網羅的に把握できなかったことも挙げられる。 

一方で、「２０１４年補強検討用解析」と同様に、新潟県中越沖地震の質問の回答

でも、審査会合に同席した者の中には、建築技術グループマネージャが質問の意図

を取り違えていることに気付いた者もいた。例えば原子力・立地本部長や原子力設備

管理部長や他の建築技術者は、担当者の回答に疑問を感じていた。しかし、専門家

の担当者が説明していること、他にも修正の発言が出来る技術者がいることから、何

らかの理由があるのかも知れないと考え、発言を逡巡した。 

 

（５）問題点５ 

当社関係者の中には、「２０１４年補強検討用解析」を採用していなかった理由を

説明する必要性に気付いた者もいた。それにも関わらず、問題を防ぐことが出来なか

った原因の一つは、本社、発電所の複数のグループが合同で検討している体制であ

り、各々の責任感が希薄になったからであった。各組織の管理者は細分化された分

掌範囲の検討に終始し、全体であるべき姿を追求するという意識が欠けていた。 

また、説明の充実が必要と考えた関係者も、資料の充実、変更の提案をしなかった。

その原因は、資料が準備されたのが審査会合の直前で、確認と修正のための十分な

時間が取れなかったからである。その背景には、審査対応に十分な人員を配置でき

ていない状況があった。そのため、問題を事前に共有して、適切な説明を準備するこ

とができなかった。 
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４．対策 

今回の一連の審査対応の問題を踏まえた対策のうち主な対策は以下の通り。 

（１） 即効的な対策 

① 規制対応向上チームの設置 他電力からの学び 

個別案件毎の審査対応の担当部署や管理者から独立して、規制基準に精通

した数名の要員からなるチームで、以下の役割を持つ 

・ 審査資料が体系的、網羅的、定量的な説明になっていることの確認と指導 

・ 審査での指摘事項が申請書類へ反映されていることの確認 

・ 審査を通じた一貫性ある説明、データになっていることの確認 

・ 他社で議論された論点の精査と当社資料へ反映されていることの確認 

・ 他社と異なる方針や従前と異なる方針を出す場合の変更点の明確化・確認 

・ 審査対応方針に曖昧さが残る場合の規制庁確認 

・ 審査会合、ヒアリング、その他規制庁との議論を踏まえた論点整理と社内共

有（次項②審査情報共有会議の主催と論点報告） 

② 審査情報共有会議  他電力からの学び 

・ 適切な情報共有・連携が不足していたことにより、不十分な審査対応となっ

てしまった反省から、経営レベルや上位管理者間で審査の状況、論点、課題

を共有するため毎日開催する 

・ 当社論理に過度に固執せず、柔軟・迅速な審査対応や情報発信を行う。 

③ 審査方針確認会議  他電力からの学び 

審査における論点や対応方針を毎日確認し、複数の部署にまたがる案件で

あっても関係者間で方針に齟齬を生じさせない 

（本対策は第Ⅰ章新潟県の皆さまからのご懸念の声に対する改善策①でも

活用する。） 

④ プロジェクト統括の配置 今回の事例を踏まえた対策 

プロジェクトマネージャの活動を強化するため、４名のプロジェクト統括毎に

複数のプロジェクトを分担所掌し、プロジェクトマネージャの活動を確認・支援

する 

⑤ プロジェクトマネージャの責任と権限の強化  今回の事例を踏まえた対策 

・ プロジェクトマネージャが、担当案件の責任と権限を有することを職位記述に

よって明文化して、強化する 

・ 審査会合では担当するプロジェクトマネージャが説明を実施する 
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（２） 原子力安全改革の加速 

２０１６年３月に行った原子力安全改革プランの改革状況の自己評価では、①組織

のガバナンス、②人財、③コミュニケーションのそれぞれに弱点があり、さらに改革の

加速に努めている。一連の審査対応の問題もこれら３つの課題と重なる部分が多く、

改革加速のため以下を実施。 

 

(ア) 組織のガバナンスの強化 

 原子力部門全体の業務遂行の仕組みを確立すべく、「マネジメント・モ

デル・プロジェクト」を２０１６年７月に発足 

 プロジェクトメンバは、当社の運転、保全、技術など主要９分野の専任

スタッフ１０名と、米国を中心にした海外専門家１１名で構成 

 原子力部門全員が目標や相互の役割について共通の理解を持って業

務に取り組めるように、個々の業務の位置付けや相互の関連を明文化

する 

 マネジメントモデルでは、業務の遂行状況を確実にモニタリングし、フォ

ローする仕組みも構築 

(イ) 人財育成 

 原子力・立地本部長の直轄組織として機能及び体制を強化し、重点的

に要員を配置する 

 原子力人財育成センターを２０１６年１２月１９日に正式発足。原子力人

財育成センターは、個人に対する技術力強化やミドルマネジメント層へ

のマネジメント力向上に向けた教育訓練を統括する 

 電気や機械や、土木や建築などの技術分野や設備別のエンジニアで

はなく、安全上の重要な系統全体について、設計、許認可、運転、保守

等の全分野に精通しているシステムエンジニアの育成を進める 

 システムエンジニアは、関係する技術分野間の連携や整合を図る機能

も果たす 

(ウ) エンジニアリングセンターの設置 

 本社と発電所に分散しているエンジニアリング機能及び業務を原子力・

立地本部長直轄のエンジニアリングセンターに統合する 

 エンジニアリングセンターが概念・基本設計、詳細設計を全て実施する

体制とし部門間の情報共有不足を解消する 

(エ) 構成管理の強化 

 設備の設計及び許認可の根拠となる仕様値、解析の根拠とその判断、

要求条件への適合性の根拠などを、設計基準文書にまとめて社内で

共有するとともに、検討の進捗や新たな知見の追加に対応して、常に
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最新の状態に維持するための構成管理を強化する 

(オ) 内部コミュニケーションチームの設置 

 部門間のコミュニケーションを改善・強化するため、社外専門家を招へ

いし、内部コミュニケーションチームを設置する 
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第Ⅲ章 代表的なご懸念の声に対する弊社見解 

 

 新潟県の皆さまからいただいた本問題に関する代表的なご懸念の声に対して、第

Ⅰ章、第Ⅱ章による調査結果に基づき、改めて弊社の見解をお答えいたします。 

 

（ご懸念①）免震重要棟の耐震性に問題があると認識していたにも関わらず、なぜ免

震重要棟を緊急時の対策所として使用できると言い続けてきたのか。 

（弊社見解） 

○ ２０１３年９月に柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の新規制基準への適合性

確認の審査を申請した時点では、免震重要棟を緊急時対策所とすることとして申

請書に記載していました。 

 

○ その後、他の原子力発電所の審査会合における議論や「２０１３年審査対応用解

析」の結果から、２０１４年２月に新規制基準の耐震要件を免震重要棟の免震機能

で満足することは困難であると社内で判断しました。そのため、２０１５年２月の審

査会合で、剛構造の建築物である３号炉原子炉建屋に緊急時対策所を追加設置

し、免震重要棟の緊急時対策所と併用することを提案しました。 

 

○ これは、福島第一原子力発電所の事故対応において免震重要棟が有効に活用

された実績を踏まえ、免震構造である免震重要棟と剛構造である原子炉建屋の緊

急時対策所を併用することで、多重性・多様性をもった対応が可能と考え、条件に

応じた免震重要棟の活用方法（注１）について審査を受けたいと考えたことによるもの

です。 

 

○ このような経緯から、２０１７年２月２１日の審査会合で免震重要棟を緊急時対策

所として使用することを断念するまでの間は、免震重要棟と原子炉建屋（２０１６年

１０月に３号炉から５号炉に変更）の緊急時対策所を併用したいと考え、新潟県を

はじめとする社外の皆さまに対して、免震重要棟を緊急時対策所としてお伝えして

きました。 

○ しかしながら、結果として、お伝えしてきたような形で免震重要棟を緊急時対策所

として使用することができなくなり、加えて、そのような重大な方針変更を皆さまに

迅速かつ丁寧にご説明できなかったことについて、深くお詫び申し上げます。 

（注１）条件に応じた免震重要棟の活用方法 

２０１５年２月１０日の審査会合において、「地震発生中に免震重要棟の建物上屋の変位が免震装

置（積層ゴム）の設計目標値（７５ｃｍ）を超えた場合には、緊急時対策所機能の健全性が確認でき
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ないとして、緊急時対策本部長（所長）は３号炉原子炉建屋内緊急時対策所への移動を判断する」

と審査会合提出資料に記載しご説明しております。 

 

 

（ご懸念②）免震重要棟は耐震性不足により新規制基準を満たさないそうだが、今ま

で「新潟県中越沖地震に耐えられる」と言ってきたことは嘘だったのか。 

（弊社見解） 

○ 免震重要棟は、新潟県中越沖地震の実際の観測記録（注２）を考慮して設計してお

り、新潟県中越沖地震の揺れに耐える構造です。 

 

（注２）実際の観測記録 

新潟県中越沖地震時に柏崎刈羽原子力発電所内の観測小屋で実際に観測した地震速度は、震度

７に相当する１３６cm/s でした。この際の免震重要棟の変位は５５．９ｃｍと評価しており、設計目標

値の７５ｃｍを超えないことを確認しています。 

 

 

（ご懸念③）事故対応の拠点として有効なのであれば、免震重要棟を使用していくべ

きではないか。 

（弊社見解） 

○ 弊社は、２０１４年２月に、他の原子力発電所の審査会合における議論や「２０１３

年審査対応用解析」の結果を踏まえ、新規制基準の耐震要件を免震重要棟の免

震機能で満足することは困難であると判断し、３号炉原子炉建屋内に緊急時対策

所を追加設置することを社内で意思決定しました。 

 

○ ２０１５年２月の審査会合では、３号炉原子炉建屋と免震重要棟の緊急時対策所

を併用することを提案いたしましたが、その後の審査会合における議論の結果、免

震重要棟との併用は認められないとの結論に至ったことから、２０１７年２月２１日

の審査会合で免震重要棟を緊急時対策所として使用することを断念しました。 

 

○ 免震重要棟は、福島第一原子力発電所の事故対応において有効に活用された

実績があることに加えて、新潟県中越沖地震の揺れにも耐えるよう設計されており

一般的な建物に比べて高い耐震性を有していることから、プラントで事故が発生し

た場合は、その健全性を確認したうえで、緊急時対応要員の交代要員の待機場所

としての機能を含めたサポート施設として活用する方針です。 
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（ご懸念④）「２０１３年審査対応用解析」で、免震重要棟が一部の基準地震動にしか

耐震性を満足しないと認識していたのに、審査会合の資料にあたかも大

部分が満足するような記載をしたことは矮小化ではないか。 

（弊社見解） 

○ ２０１５年２月の審査会合で「一部の基準地震動に対する評価としては･･･満足し

ない」という表現を用いて、他の基準地震動に対しては新規制基準に適合するか

のような説明となった経緯は、今回の調査に基づき以下の通り特定しております。 

 

・２０１５年２月の審査会合でご説明した資料の「一部の基準地震動に対する評価

としては・・・満足しない」という記載については、緊急時対策所プロジェクトマネ

ージャが原案を作成し、前任の建築技術グループマネージャが事前にその内容

を確認しています。 

・そもそも前任の建築技術グループマネージャは、「２０１３年審査対応用解析」に

ついて、免震重要棟の基礎下に直接基準地震動を入力しており規制要件に準

拠した手法ではないものの、免震重要棟の機能維持に関するクライテリア（変位

が７５ｃｍ以下に収まること）を満足しないことを説明するための根拠としては使

用できると考えていました。 

・また、審査会合で３号炉原子炉建屋内に、緊急時対策所を設置する理由を説明

することが目的であるため、基準地震動のいくつかに対して免震重要棟が許容

変位を超えることを説明すれば、追加設置の必要性を説明する理由として十分

であると考えていました。 

・更に、新規制基準では全ての基準地震動に対し要求される基準を満足すること

が必要であり、一部の基準地震動が満足したとしても緊急時対策所としては認

められないことも承知していました。 

・このため、前任の建築技術グループマネージャは「一部の基準地震動に対する

評価としては・・・満足しない」という表現で、免震重要棟は新規制基準を満足せ

ず、３号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を追加する必要性を説明できると考え、

原案で良いと判断しました。 

 

○ 上記より、２０１５年２月の審査会合時に矮小化して説明する意図はありませんで

したが、「２０１３年審査対応用解析」の結果を提示せず、「基準地震動７種類のうち

５種類はクライテリアを満足しない」という定量的な説明をしておりませんでした。 

自社の視点のみにとらわれて、あたかも大半が満足するかのような表現としたこ

とは、定量的に説明する姿勢が足りなかったものと深く反省し、お詫び申し上げま

す。 
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（ご懸念⑤）「２０１３年審査対応用解析」はどのような経緯で実施したのか。審査会合

で「一部の基準地震動に対する評価･･･」と説明する方針はいつ誰が決

めたのか。 

（弊社見解） 

○ 「２０１３年審査対応用解析」を実施した経緯や、審査会合におけるご説明の経緯

は、今回の調査に基づき、以下の通り特定しております。 

 

・「２０１３年審査対応用解析」は、新規制基準適合性審査の対応を目的として、原子

力設備管理部原子力耐震技術センター建築耐震グループが、柏崎刈羽原子力発

電所建築グループの協力を得て２０１３年１２月に解析を実施し、その結果を建築

耐震グループマネージャより原子力設備管理部長に報告しました。 

 ・２０１４年２月には、他の原子力発電所の審査会合における議論や「２０１３年審査

対応用解析」の結果を踏まえ、新規制基準の耐震要件を免震重要棟の免震機能

で満足することは困難であると判断し、３号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を追

加設置することを原子力設備管理部長が意思決定し、原子力・立地本部長が承認

しました。 

 ・その後、２０１５年２月の審査会合において、緊急時対策所プロジェクトマネージャ

が剛構造の建物である３号炉原子炉建屋内へ緊急時対策所を追加設置すること

及び免震重要棟の耐震性についてご説明しました。 

 ・２０１５年２月の審査会合資料に記載した「一部の基準地震動に対する評価として

は･･･満足しない」という表現は、緊急時対策所プロジェクトマネージャが原案を作

成し、前任の建築技術グループマネージャがその内容を確認しました。（詳細はご

懸念④の弊社見解をご参照ください） 

 ・なお、２０１５年２月の審査会合用の説明資料については、２０１５年２月９日に原子

力設備管理部長が承認しています。 
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（ご懸念⑥）「２０１４年補強検討用解析」で、基準地震動Ｓｓ７種類全てが判断基準を

超える結果となったのに公表しなかったことは隠ぺいではないか。 

（弊社見解） 

○ 「２０１４年補強検討用解析」を実施した経緯は、今回の調査に基づき、以下の通

り特定しております。 

 

・免震重要棟を新規制基準に適合させるには、全ての基準地震動に対して許容値を

満足させる必要がありますが、他の原子力発電所の審査会合における議論や「２０

１３年審査対応用解析」の結果を踏まえ、２０１４年２月の時点で、新規制基準の耐

震要件を免震重要棟の免震機能で満足することは困難であると判断し、３号炉原

子炉建屋内に緊急時対策所を追加設置することを社内で意思決定しました。 

 ・この決定を受け、２０１５年２月の審査会合で、免震重要棟について「地震を伴わな

い重大事故等対処施設として活用できるよう設計する」と記載した資料を提出して

ご説明を行っています。 

 ･「２０１４年補強検討用解析」は、免震重要棟の耐震補強策を検討する目的で、当

時の発電所長から「免震重要棟の耐震性を確保するように」と指示を受けた柏崎

刈羽原子力発電所建築グループが、２０１４年４月に実施しました。解析結果に基

づき、基礎下の地盤改良を含めた耐震補強策を講じることは難しいという内容を、

２０１４年８月に当時の発電所長に報告しています。 

 

○ 「２０１４年補強検討用解析」は免震重要棟の耐震補強策を検討する目的で実施

したものであり、また、以下の理由から技術的に問題があると考え、２０１５年２月

の審査会合において免震重要棟の耐震性を説明する根拠として採用しておりませ

んが、この判断自体は妥当なものであったと評価しています。 

＜理由＞ 

・西山層以深の地盤データは近接する１号炉原子炉建屋下のデータであり、実際

の地盤データとは異なるものを使用している。 

・変形が４ｍ以上と極端に大きな結果となっており、解析の信頼性が劣ると考え

た。 

 

○ ただし、２０１５年２月の審査会合においては、説明の根拠としていた「２０１３年審

査対応用解析」の解析結果を提示しておらず、「基準地震動７種類のうち５種類は

クライテリアを満足しない」という定量的な説明をしておりませんでした。 

審査会合における説明内容について、その根拠を明示したうえで定量的に説明

する姿勢が不足しており、新潟県の皆さまに大変なご心配をおかけしたことを深く

反省し、お詫び申し上げます。 
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（ご懸念⑦）免震重要棟の耐震性評価の根拠として採用していなかった「２０１４年補

強検討用解析」を、２０１７年２月１４日の審査会合で、突然提示したのは

何故か。 

（弊社見解） 

○ ２０１７年２月１４日の審査会合において、その前提条件や位置付けについて十

分な説明をせずに「２０１４年補強検討用解析」の結果をお示しした経緯は、今回の

調査に基づき、以下の通り特定しております。 

 

・２０１６年夏に前任者から引き継いだ建築技術グループマネージャは、２０１７年２

月の審査会合では、一部としていた基準地震動への適合性が論点になると認識

し、これまでに得られていた２つの解析結果を提示することとしました。 

・建築技術グループマネージャは、２０１７年の２月初旬に部下より「２０１４年補強

検討用解析」を知らされたばかりで、２０１５年の説明時の根拠としなかった理由を

知らず、その妥当性について十分な吟味をしておりませんでした。 

・また、審査会合の説明の一貫性を確認する立場にある緊急時対策所プロジェクト

マネージャに、新規制基準に適合した緊急時対策所を構築する総括責任は自分

にあるという認識が不足し、審査において適切な説明を準備することへの注意が

十分に払われませんでした。 

・このため、「２０１４年補強検討用解析」は免震重要棟の耐震補強策を検討する目

的で実施したものであり、また、技術的に問題があるという認識が社内で共有さ

れないまま解析結果の存在だけが認識され、原子力設備管理部長も解析の目的

や技術的な問題について認識がないまま提示してしまいました。 

 

○  ２０１７年２月の審査会合において、これまでの解析結果を全てお示ししてご説

明するという姿勢に問題はありませんでしたが、解析結果を提示する以上、解析

の目的や技術的な問題点など、２０１５年２月の審査会合で説明時の根拠に採用

しなかった理由も含て、丁寧にご説明すべきであったと反省しております。 

 

○ 解析情報の管理や保管、共有する仕組みが足りなかったことや事前確認が不十

分だったことなど、審査対応に関する組織マネジメントが欠落したことにより審査の

混乱を招き、新潟県の皆さまに大変なご不安やご心配をおかけしたことについて、

改めてお詫び申し上げます。 
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（ご懸念⑧）２０１７年２月２１日に、立地地域や自治体に事前の情報提供もないまま、

免震重要棟の緊急時対策所としての使用を断念したのは何故か。 

（弊社見解） 

○ ２０１５年２月の審査会合で、剛構造の建物である３号炉原子炉建屋内に緊急時

対策所を追加して設置することを説明した際、原子炉建屋内と免震重要棟の緊急

時対策所を併用して整備することで、多重性・多様性をもった緊急時対応が可能と

なると考え、条件に応じて免震重要棟を活用したいと提案しました。 

 

○ その後、条件に応じた免震重要棟の活用に向けて、免震重要棟の汚染拡大防止

や対応要員の被ばく低減対策、居住性向上対策などを講じ、２０１７年２月１４日の

審査会合において、原子炉建屋（２０１６年１０月に３号炉から５号炉に変更）と免震

重要棟の緊急時対策所を併用する方針について改めて説明しました。 

 

○ しかし、上記審査会合で、免震重要棟を併用することに関する新規制基準への

適合性について疑義が示されました。 

その後、２０１７年２月１６日に行われた原子力規制庁による現地調査の結果も

踏まえて、２０１７年２月２１日の審査会合において免震重要棟を緊急時対策所とし

て使用することを断念しました。 

 

○ 免震重要棟の緊急時対策所としての使用を断念するという重要な方針変更につ

いて、新潟県の皆さまや関係する自治体の皆さまに対して、迅速かつ丁寧にご説

明することが出来なかったことを深く反省し、お詫び申し上げます。 

 

○ 今後、本報告書にてご説明をさせていただいた対策の徹底を通じて、新潟県の

皆さまや関係する自治体の皆さまへの迅速かつ丁寧な情報発信の改善に取り組

んでまいります。 
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（ご懸念⑨）５号炉の緊急時対策所は、免震重要棟に比べスペースが狭く、事故時の

対応が難しいのではないか。 

（弊社見解） 

○ ５号炉の緊急時対策所は、福島事故の教訓や新規制基準上想定すべき様々な

緊急事態を考慮して、６号炉と７号炉で同時に過酷事故が発生した場合の対応に

必要となる緊急時対策本部の要員８６名（保安検査官２名を含む）が指示や連絡を

行うスペースと、現場対応要員９０名が待機できるスペースを確保しており、通信設

備を含めた事故対応に必要な各種設備についても、免震重要棟と同等のものを配

備することとしています。 
 

○ 上記要員で的確な事故対応ができるかについては、新規制基準に則り「全ての

交流電源を失う」「原子炉の冷却材（原子炉水）を失う」「非常用の炉心冷却機能を

失う」という状況が同時に発生するという、非常に厳しいケースを想定して分析を行

っており、事故対応が可能であることを確認（注３）しています。 
 

○ また、事故発生の直後から迅速かつ的確に対応できるよう、初動に必要な要員

（５１名）を５号炉をはじめとする大湊側（５号～７号炉側）敷地内の施設に、夜間も

含めて常駐させる予定としており、事務本館等から緊急時対策所に集まる際の移

動のルートについても、地震などで支障が起きないよう地盤改良を施すとともに、

津波の影響も受けないことを確認しています。 
 

○ ５号炉の緊急時対策所は６号炉と７号炉に近いため、そこで放射性物質の拡散を

ともなう事故が発生した場合は放射線環境が厳しくなりますが、事故対応に支障を

きたすことのないよう防護対策を講じる計画です。具体的には、緊急時対策所を清

浄空気で加圧して放射性物質の浸入を防止する装置（陽圧化装置）を設置し、遮

へいなども増強します。 

一方、事故現場が近いことで、現場対応をより迅速に実施することができ、事故

への即応性が高まるという点ではメリットがあると考えています。 
 

○ これらにより、５号炉の緊急時対策所で緊急時に必要な対応を行うことができると

考えており、今後、さまざまな状況を想定した訓練を重ねて、その実効性を確かな

ものにしていきます。 
 

（注３）事故対応が可能であることを確認 

このような事故が発生した場合、非常用ガスタービン発電機の起動による「交流電源の復旧」、

復水補給水系による「原子炉への注水」、代替循環冷却またはフィルタベントによる「除熱」で事故

を収束させることになりますが、その際に必要となる一連の活動を分析し、上記の要員によって全

ての対応が可能であることを確認しています。 
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おわりに 

 

  免震重要棟の耐震性の問題につきましては、弊社の審査対応の不備により審

査を混乱させたことはもとより、新潟県の皆さまに十分なご説明をせず大変なご心

配とご不安をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 

 

  本調査結果では、これらの問題を引き起こした背景には、自社の目線のみにと

らわれて、社会の皆さまの視点よりも自社の都合を優先して考え、行動してしまう

体質があると強く認識いたしました。 

  

  弊社としましては、深い反省のもと、このような体質を改善するため、責任と権

限を明確化した上で、今回とりまとめた改善策等に取り組み、本問題の再発防止

を徹底いたします。 

 

  また、これらの取り組みの進捗を原子力改革監視委員会などに報告し、第三者

の視点での評価を受けることで、社員の意識が改善され、地元本位・社会目線で

の行動になっているかを継続的に確認するとともに、そこで立ち止まることなく新た

な課題を自ら提起し、不断の改善に取り組んでまいります。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１．当社広報紙ニュースアトム 
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©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

【設計概要】

免震重要棟は、設計当時最大規模の積層ゴムを採用するなど、日本でもトップ
クラスの耐震性能を有している。

また、免震建屋の性能の一つでもある許容水平変位も75cmと大きく、一般の
免震建屋に比べても高い耐震性能を有している設計となっている。

一方、地震時の居住性は、国が定める「建築基準法告示波」の1.5倍の地震動
に対しても、上部構造の応答加速度が1/3～1/4となっている。

【参考】免震重要棟 建屋概要

免震重要棟外観パース

0

【免震重要棟概要】
・延床面積：3,970㎡ 地上２階
・構造種別：ＳＲＣ造（一部Ｓ造）
・入力地震動（設計用）：告示基盤波、既往波、サイト観測波（①、②）

①1号炉基礎マット観測記録に基づく検討
②観測小屋の観測記録に基づく検討

・免震装置目標変形量：75cm以下
・免震層クリアランス：85cm
・免震装置：鉛プラグ入り積層ゴム1,500φ×8基、剛すべり支承32基

免震重要棟は、新潟県中越沖地震の経験を踏まえた緊急時対策拠点として２００９年に設置。

建築基準法の１．５倍の地震動および中越沖地震の観測記録を基に設計しており、中越沖地震クラ
スの地震には十分耐えられる。

２０１１年の東日本大震災の際にも、福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所で緊急時
対策所として機能した。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

【参考】経緯 1

2009年12月 新潟県中越沖地震相当の地震に耐える設備として、免震重要棟竣工。

2013年7月 新規制基準発効

2013年9月 6、7号炉設置許可変更申請時には、免震重要棟は基準地震動に基づく評価ではなく、「免震機
能により十分な耐震性を確保する」と記載。

2013年12月 免震重要棟建屋基礎下に基準地震動を入力した解析を実施し、7つの基準地震動のうち5つでは
許容値を満足しないことを確認。

2014年4月 地盤改良を含めた耐震補強策検討のため、免震重要棟下の地盤データではなく、1号炉原子炉
建屋下の地盤データを用いて、解放基盤表面を仮定して基準地震動を入力した解析を実施。結
果、7つの基準地震動全てにおいて許容値を満足しないことを確認。

2014年11月 審査会合にて、3号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を設置することを説明。

2015年2月 審査会合にて、「非常に大きな長周期地震動に対して、一部の基準地震動に対しては通常の許
容値を満足しない」と2013年解析結果に基づき説明（2014年解析は技術的妥当性が低いと考
えたもの）。3号炉原子屋内に緊急時対策所を設置し、免震重要棟と多様化を図る案を提案。

2016年11月 緊急時対策所を3号炉から5号炉に変更。

2017年2月14日 審査会合にて、緊急時対策所の位置付けについて説明する中で、免震重要棟だけでは新規制基
準を満足することが難しいことを説明するため、2013年と2015年会合では説明に用いなかっ
た2014年の解析結果を説明。

⇒これまでの「一部の基準地震動に耐えられない」という説明と異なる部分がある
ため、事実関係と審査対応で今後同様の問題を生じさせないための対策を説明する
ように規制庁から指示される。
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【2013年解析】

基準地震動Ss-1~7を免震重要棟建屋
基礎下に直接入力して評価。

【2014年解析】

建屋基礎下の地盤改良を含む耐震補強
策の検討のため、解放基盤表面を仮定
して、基準地震動Ss-1~7を入力し評
価。

西山層以深の地盤データは近接する1
号炉原子炉建屋下のデータを使用。

【参考】2013年および2014年の解析モデル 2

転
用
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（お知らせメモ） 

 

中央制御室床下における分離板に係る点検状況について 

 

2017 年 4 月 27 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

  当所は現在、1，2，3，6 号機の中央制御室床下において、水平分離板および垂直分離板

の設置状況について点検を進めておりますが、4 月 26 日時点までの点検状況は以下の通り

です。 

 

現在、1，2 号機の垂直分離板について点検を実施しておりますが、4 月 13 日の公表以降

も新たな不適合は確認されませんでした。引き続き点検を実施してまいります。 

 
 

【点検状況】 

 

＜垂直分離板＞ 

号機 点検の進捗率 不適合是正枚数 点検計画・実績 

１号機 99％ 0 枚 3 月 6 日～5 月中旬 

２号機 98％ 0 枚 3 月 6 日～5 月中旬 

３号機 100％ 0 枚 点検終了 

６号機 100％ 0 枚  点検終了※ 

※ 2016 年 6 月頃に行った垂直分離板の転倒防止措置実施時に併せて点検を行って 

おり、新たな不適合がないことを確認済み。 

 

 
以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131（代表） 
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平成２９年４月２７日 

東京電力ホールディングス株式会社 

①藤橋地点の藤橋 40 は東京電力が敷地などで確認した刈羽テフラと同じ火山灰 

②藤橋 40 は中位段丘面(約 12～13 万年前) の下に堆積していることから約 13 万年前

の火山灰 

③したがって、藤橋 40 と同じ火山灰である刈羽テフラは約 13 万年前の火山灰 

②G10 が確認された箇所は深い海であるため、過去の堆積
がきれいに残っています。それを分析した結果、約 20 万
年前の火山灰と評価しています。従って、刈羽テフラも約
20 万年前※と考えています。 
評価にあたっては、地層の上下関係、化石の分析、刈羽テ
フラが阿多鳥浜テフラ(約 24 万年前のテフラ)と同じ地層
に含まれることなど多面的な評価を行っています。 

① 当社は、火山灰の分析を行い、刈羽テフラと藤橋 40 お
よび青森県下北沖の火山灰 G10 が、同一の火山灰であ
ることを確認しました。 

③当社の発電所近傍におけるボーリング調査の結果、刈羽テフラは、中位段丘面を形成する

約 13 万年前の地層には分布していないことを確認しています。 

さらに、中位段丘面を形成する地層と、刈羽テフラのある古安田層との間には、長年の侵

食などにより、堆積した年代に隔たり※(年代が飛んでいる)があることも確認されています。 

G1（3.2万年前）

G2（4.2-4.4万年前）

G3（8.7万年前）

G4（10.6万年前）

G9（22万年前）

G14（32万年前）

G10（？）

火山灰の分析結果の例。刈羽テフラ、藤橋 40、
G10 いずれも成分が一致し、同じ火山灰と考
えられる。 

青森県下北沖で安定して堆積した地層が採取
され、その中に G1～G16 までの火山灰が確認
されている。 
G10 の上下をはさむように年代がわかってい
る火山灰があり、その関係から年代を推定で
きる。 

青森県下北沖の海上ボーリング位置 確認された火山灰の深度と年代 G10 の年代の推定 

年代が既知の火山灰 

深 
度 

藤橋地点に相当 
横山地点に相当 

以上 

刈羽テフラ 

北２測線で認められたMIS7堆積物の侵食の様子
侵食された場所には刈羽テフラは認められない

不整合

MIS7
MIS5e横山地点

藤橋地点

20万年以前
の地層

刈羽テフラなし

刈羽テフラあり

12-13万年以降
の地層

※約 20 万年前 複数の知見も踏まえ約 20～23 万年前としているところを保守的に約 20 万年前と評価 

約 12～13 万年前 

約 20 万年前 
より古い 

※テフラ 火山の噴火の際に火口から放出されたものの総称 

刈羽テフラに関する見解について 
１．概要 

○柏崎刈羽原発活断層問題研究会（以下、研究会）は、藤橋 40 は中位段丘面（約 12～13

万年前）の下に堆積していることから約 13 万年前の火山灰であり、刈羽テフラ※の年代

も同じ約 13 万年前である、としています。 

〇しかし、地層は下にいくほど古くなるため、中位段丘面下の地層を約 12～13 万年前に限

定することはできません。従って、藤橋 40 を約 13 万年前に限定することはできないと

考えます。 

○一方、当社は、広域に分布した火山灰の確認、地層の堆積の様子、化石分析など様々な角

度から分析を行った結果、刈羽テフラは約 20 万年前の火山灰と評価しています。 

〇当社の評価結果は、原子力規制委員会からも概ね妥当と評価を頂いています。 

 

２．研究会の指摘 

 研究会の主な指摘は次の３点です。 

とくに②の火山灰の年代の評価が、当社との評価と異なります。 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

３．当社の見解 

 以下のとおり、これまでの評価結果が変わることはありません。 

 

 

 

 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

藤橋地点 

分析値がほぼ同じ
なので一塊のよう
に重なる 

 →同一の火山灰 

深い海では地層が
ほぼ一定の早さで
堆積することから
信頼性の高い検討
が可能 
→層厚と時間が比
例するとして、年代
を算定することが
できる 

 

 

中位段丘面 
（段丘の表面） 

堆積年代 

の隔たり 

【発電所北側で確認した地質の分布】 

発電所の北側の約 12～
13 万年前の地層の下に
は約 20 万年前以前の地
層が堆積している。 
この調査結果を藤橋地
点付近にあてはめると，
左図のように、刈羽テフ
ラ（藤橋 40）が確認さ
れた藤橋地点ならびに、
刈羽テフラの確認され
ない横山地点がそれぞ
れ対応する。 

横山地点に相当 
藤橋地点に相当 

桃色が中位段丘面

（約12～13万年前） 

当社がボーリング調査を実施した横山地
点では刈羽テフラはみつかっていない。 刈羽テフラと藤橋 40 は同じ火山灰

であるが、その年代の評価が異なる 

柏崎刈羽原子力発電所 

東京電力の評価 柏崎刈羽原発活断層問題研究会
年代

MIS

安田層

下部層

Ata-Th

y-1

Kkt

安田層
上部層

大湊砂層

5e

6

7

8

9

10

NG中子軽石層
約13万年前

刈羽テフラ
約20万年前

阿多鳥浜テフラ
約24万年前

加久藤テフラ
約34万年前

不整合

不整合

古安田層

（仮称）

古安田層

（仮称）

時代間隙

時代間隙

複数の広域火山灰との比較 地質観察，微化石分析など

藤橋40

安田層上部層

安田層下部層

刈羽テフラと藤橋４０は同じ火山灰
であるが，その年代の評価が異なる

刈羽テフラ

約13万年前
と評価

同じ年代 

中位段丘面 
（段丘の表面） 

堆積年代の隔たり 

堆積年代の隔たり 

東京電力の評価              

約 

約 

※隔たり 海水面が低い時は地層が堆積しないことから、堆積年代の隔たりが生じる 

G1 等 の 年 代 は ，「 Late Quaternary tephrostratigraphy and 
cryptotephrostratigraphy of deep-sea sequences(Chikyu C9001C 
cores) as tools for marine terrace chronology in NE Japan」
(Matsu’ura et al.,2014)の研究に報告されている 
 

 

採取位置 
 

中位段丘面（約 12～13
万年前）の下でみつか
ったので、藤橋 40 は約
13 万年前の火山灰とし
ている 

研究会の評価 
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平成２９年４月２７日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 
 

刈羽テフラ、藤橋 40及びＧ10 テフラの主成分組成の比較

【凡例】 
 ●刈羽テフラ（敷地内） 
 ●刈羽テフラ（北 2-③）
 ■藤橋 40（F40） 
 ■Ｇ10 

・ 図は、各火山灰に含まれている火山ガラスを構成する主な成分（SiO2（二酸化ケイ素）、TiO2（二酸化チタン）など９種類）が、どん

な割合で含まれているかを調べた結果を整理したものです。 

・ 一般的には、各成分が概ね同じ割合で含まれていれば、同一の火山灰と見なすことができます。 

・ 火山灰の主成分分析によると、藤橋 40 は刈羽テフラと G10 に一致することから、刈羽テフラ、藤橋 40、G10 は同じ火山灰と考えら

れます。 

主成分組成の比較 
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①約24万年前：火山灰（阿多鳥浜テフラ）が降る。

②約20万年前：火山灰（刈羽テフラ）が降る。

③古安田層の堆積が終了。

④海水面が下がり、古安田層が地表に
出て侵食される

⑤約13万年前：海水面が上昇し、谷を埋める。
その後、火山灰（中子軽石テフラ）が降る。

⑥安田層（中位段丘面を形成する層）が堆積。

⑦海水面が下がり、中位段丘面ができる。

柏崎平野周辺の地層の成り立ち ＜参考＞
2017年4月27日

東京電力ホールディングス株式会社

①

②

③

④

⑤

⑦

⑥
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柏崎刈羽原子力発電所の防災訓練実施結果報告書の提出について 

 

2017 年 4 月 28 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、2000 年 6 月に施行された原子力災害対策特別措置法に基づき、福島第一

原子力発電所、福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所の発電所ごとに作成し

た「原子力事業者防災業務計画＊」に従い、防災訓練を実施しています。 

 

原子力災害対策特別措置法の規定において、原子力事業者は防災訓練の実施結果に

ついて、原子力規制委員会に報告するとともに、その要旨を公表することとなってお

ります。 

 

本日、柏崎刈羽原子力発電所の「防災訓練実施結果報告書」を原子力規制委員会に

提出しましたのでお知らせいたします。 

 

以 上 

 
 

＊「原子力事業者防災業務計画」 

原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害の発生および拡大の防止、並びに原子

力災害時の復旧に必要な業務等について定めたもの。 

 

○別添資料 

・柏崎刈羽原子力発電所「防災訓練実施結果報告書」【当社ＨＰを参照】 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 メディア・コミュニケーショングループ 03-6373-1111（代表） 
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2016 年度決算について 

 

2017 年 4 月 28 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、本日、2016 年度（2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日）の連結業績につい

てとりまとめました。 

 

 収入面では、燃料費調整制度の影響などにより電気料収入単価が低下したことなどから、

電気料収入は前年度比 15.5%減の 4 兆 4,262 億円となりました。 

これに地帯間販売電力料や他社販売電力料などを加えた売上高は、前年度比 11.7%減の

5 兆 3,577 億円、経常収益は同 11.7%減の 5 兆 4,200 億円となりました。 

 

一方、支出面では、原子力発電が全機停止するなか、燃料価格の低下や為替レートの円

高化により燃料費が大幅に減少したことに加え、引き続きグループ全社を挙げてコスト削

減に努めたことなどから、経常費用は前年度比 10.7%減の 5兆1,924 億円となりました。 

   

この結果、経常利益は前年度比 30.2%減の 2,276 億円となりました。 

 

また、特別利益は原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金交付金 2,942 億円や持分

変動利益 364 億円を合わせ 3,306 億円を計上した一方、特別損失に災害特別損失 193 億

円や原子力損害賠償費 3,920 億円を合わせ 4,113 億円を計上したことなどから、親会社株

主に帰属する当期純利益は 1,328 億円となりました。 

 

                                 （単位：億円） 

 
当年度 

（A） 

前年度 

（B） 

比 較 

A－B A／B（%） 

 売 上 高   53,577   60,699  △ 7,121 88.3% 

 営 業 損 益   2,586   3,722  △ 1,135 69.5% 

 経 常 損 益   2,276   3,259  △  983 69.8% 

 
親会社株主に帰属する 
当 期 純 損 益 

  1,328   1,407  △    79 94.3% 

 
以 上 
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2016年度決算概要

2017年4月28日

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

12016年度決算のポイント

【2016年度決算】

経常収益は、燃料費調整制度によるマイナス調整で２年連続の減収

経常費用は、燃料価格の低下やグループ全社を挙げた継続的なコ

スト削減の徹底により減少し、経常利益は４年連続の黒字

ただし、前年度はプラス要因であった燃料費調整制度のタイムラグ

影響が、当年度はマイナス要因となったことから、経常利益は５年ぶ

りの減益、当期純利益は２年連続の減益

【配当】

2016年度の期末配当は無配

2017年度の配当予想は、中間・期末とも無配
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（単位：億円）

2016年度 2015年度
比 較

増減 比率(％)

売 上 高 53,577 60,699 △ 7,121 88.3

営 業 損 益 2,586 3,722 △ 1,135 69.5

経 常 損 益 2,276 3,259 △ 983 69.8

特 別 利 益 3,306 7,730 △ 4,423 －

特 別 損 失 4,113 9,119 △ 5,006 －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 益

1,328 1,407 △ 79 94.3

2１．連結決算の概要

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

3２．販売電力量、収支諸元

販売電力量
（単位：億kWh）

2016年度 2015年度 増減

為替レート（ｲﾝﾀｰﾊﾞﾝｸ） 108.4 円/㌦ 120.2 円/㌦ △ 11.8 円/㌦

原油価格（全日本CIF） 47.5 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ 48.8 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ △ 1.3 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ

LNG価格（全日本CIF） 40.2 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ 50.2 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ △ 10.0 ㌦/ﾊﾞｰﾚﾙ

収支諸元

2016年度※ 2015年度
比較

増減 比率（％）

電 灯 864 894 △ 30 96.6

電 力 1,551 1,577 △ 25 98.4

合 計 2,415 2,471 △ 56 97.8

※ 島嶼分は除く。全国販売分を含む。
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2016年度 2015年度
比 較

増 減 比率（％）

( 売 上 高 ) 53,577 60,699 △ 7,121 88.3 

電 気 料 収 入 44,262 52,370 △ 8,108 84.5 

電 灯 料 19,909 22,953 △ 3,044 86.7 

電 力 料 24,353 29,417 △ 5,063 82.8 

地帯間・他社販売電力料 1,645 1,822 △ 176 90.3 

そ の 他 収 入 6,740 5,798 941 116.2 

（再掲）再エネ特措法交付金 2,940 2,146 794 137.0 

子 会 社 ・ 連 結 修 正 1,551 1,418 132 109.4 

経 常 収 益 合 計 54,200 61,410 △ 7,210 88.3 

4３．経常収益（連結）

（単位：億円）

３基幹事業会社を
除 く 子 会 社 お よ び
関連会社の金額（相
殺消去後）を表示

東京電力ホールディ
ングスと３基幹事業
会社（東電フュエル
＆パ ワ ー、東 電パ
ワーグリッド、東電エ
ナジーパートナー）
の４社合計（相殺消
去後）の実績

・燃料費調整制度

の影響額

△7,720 

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

（単位：億円）

2016年度 2015年度
比 較

増 減 比率（％）

人 件 費 3,329 3,693 △ 363 90.1 

燃 料 費 11,624 16,154 △ 4,529 72.0 

修 繕 費 3,199 3,899 △ 700 82.0 

減 価 償 却 費 5,513 6,037 △ 524 91.3 

購 入 電 力 料 9,351 9,770 △ 419 95.7 

支 払 利 息 757 872 △ 115 86.8 

租 税 公 課 3,004 3,067 △ 62 98.0 

原子力バックエンド費用 490 624 △ 133 78.6 

そ の 他 費 用 13,161 12,596 564 104.5 

（再掲）再エネ特措法納付金 4,720 3,312 1,408 142.5 

子 会 社 ・ 連 結 修 正 1,491 1,434 57 104.0

経 常 費 用 合 計 51,924 58,151 △ 6,227 89.3 

( 営 業 損 益 ） ( 2,586 ) ( 3,722 ) ( △ 1,135 ) 69.5 

経 常 損 益 2,276 3,259 △ 983 69.8 

5４．経常費用（連結）

３基幹事業会社を
除 く 子 会 社 お よ び
関連会社の金額（相
殺消去後）を表示

東京電力ホールディ
ングスと３基幹事業
会社の４社合計（相
殺消去後）の実績

・為替、燃料価格（ＣＩ

Ｆ）などの変動影響

△4,400

・火力発電の減

△130

・共同火力からの購

入減など

・火力定検費用や1F

安定化維持費用の

減など
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6５．特別損益（連結）

(特別損失)

災害特別損失

・1Fの廃炉迄に要する費用の見積増など

原子力損害賠償費

・営業損害や風評被害等の見積増など

(特別利益)

原賠・廃炉等支援機構資金交付金

・2016年12月資金援助申請

持分変動利益

・火力燃料事業及び海外火力発電事業など

のＪＥＲＡへの承継に伴う影響額

2016年度 2015年度 比 較

特 別 利 益 3,306 7,730 △ 4,423 

原賠・廃炉等支援機構資金交付金 2,942 6,997 △ 4,055 

持 分 変 動 利 益 364 122 242 

退 職 給 付 制 度 改 定 益 - 610 △ 610 

特 別 損 失 4,113 9,119 △ 5,006 

災 害 特 別 損 失 193 - 193 

原 子 力 損 害 賠 償 費 3,920 6,786 △ 2,866 

競 争 基 盤 構 築 に 伴 う 減 損 損 失 - 2,333 △ 2,333 

特 別 損 益 △ 806 △ 1,389 582 

（単位：億円）

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

7６．連結財政状態

総資産残高は、再処理等積立金の再処理機構への拠出などにより 1兆3,821億円減少
負債残高は、再処理等引当金の取崩しなどにより 1兆5,127億円減少
自己資本比率 3.0ポイント改善

・親会社株主に帰属する
当期純利益の計上

＋1,328億円

資産

13兆6,597億円

負債

11兆4,416億円

純資産

2兆2,181億円

2016年3月末 BS
2017年3月末 BS

自己資本比率：16.1% 自己資本比率：19.1%

負債の減
△ 1兆5,127億円

・使用済燃料再処理等引当金

△ 9,237億円

・有利子負債

△ 6,018億円

純資産の増
＋1,305億円

資産

12兆2,776億円 負債

9兆9,289億円

純資産

2兆3,486億円

3.0ポイント
改善

資産の減
△ 1兆3,821億円

・使用済燃料再処理等

積立金

△ 8,945億円

・現金及び預金

△ 4,822億円

など
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役 員 人 事         

2017年4月28日 

                                                   東京電力ホールディングス株式会社 

 

本年6月23日に開催予定の第93回定時株主総会後の当社執行役の職務分掌並びに同月の各

基幹事業会社第2回定時株主総会後の各基幹事業会社取締役及び監査役の候補者を下記のと

おり内定しましたので、お知らせいたします。本件につきましては、各社株主総会及び同株主

総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。 

記 

Ⅰ 東京電力ホールディングス株式会社執行役の職務分掌（予定） 

   氏 名 事務委嘱 業務分担 

代表執行役 

社長 

＊小早川 智明 

（新任） 
原子力改革特別タスクフォース長 

業務全般、経営企画ユニッ

ト、経営技術戦略研究所 

執行役副会長 

（福島統括） 
廣瀬 直己 福島統括  

代表執行役 

副社長 
文挾 誠一 経営企画担当（共同） 

業務全般、企画室、系統広域

連系推進室、技術・環境戦略

ユニット、リニューアブルパ

ワー・カンパニー 

常務執行役 

 佐伯 光司 
安全統括、原子力・立地本部副本

部長（青森担当） 

秘書室、総務・法務室、組織・

労務人事室、ビジネスソリュ

ーション・カンパニー 

  森下 義人 

  （新任） 
 

内部監査室、グループ事業管

理室、経理室 

見學 信一郎 新成長タスクフォース長 渉外・広報ユニット 

関  知道※ IoT担当 システム企画室 

増田 尚宏 

福島第一廃炉推進カンパニー・プ

レジデント兼廃炉・汚染水対策最

高責任者 

 

ジョン・クロフツ 
原子力安全監視最高責任者兼原子

力安全監視室長 
 

  大倉  誠 

  （新任） 

福島復興本社代表兼福島本部長兼

原子力・立地本部副本部長 
 

橘田 昌哉 

（新任） 

新潟本社代表兼新潟本部長兼原子

力・立地本部副本部長 
 

＊牧野 茂徳 

  （新任） 

原子力・立地本部長兼原子力改革

特別タスクフォース長代理兼同事

務局長 

 

執行役 ＊西山 圭太 会長補佐兼経営企画担当（共同）  

  ＊は取締役を兼務 

※本年6月26日付で事務委嘱を「IoT担当兼経営企画ユニットシステム企画室長」に変更予定 
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なお、退任予定の執行役 姉川尚史は当社原子力技監に、木村公一は当社フェロー・社長補佐に、

岡本浩は東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長に就任する予定です。 

 

Ⅱ 基幹事業会社取締役及び監査役の候補者（本年6月23日付予定） 

 1．東京電力フュエル＆パワー株式会社 

 氏 名 現 職 

代表取締役会長 佐野 敏弘 東京電力フュエル&パワー株式会社代表取締役社長  
東京電力ホールディングス株式会社取締役 

代表取締役社長 守谷 誠二 東京電力フュエル&パワー株式会社常務取締役兼東京電

力ホールディングス株式会社経営企画ユニット経理室 

取締役副社長 石田 昌幸 同左 

常務取締役 
久米 俊郎* 同左 

真島 俊昭 
（新任） 

東京電力ホールディングス株式会社経営企画ユニット

グループ事業管理室（技術・業務革新推進担当） 

取締役（非常勤） 

可児 行夫 同左 

株式会社JERA常務取締役 

文挾 誠一 同左 

東京電力ホールディングス株式会社常務執行役 

森下 義人 
（新任） 

東京電力パワーグリッド株式会社常務取締役兼東京電

力ホールディングス株式会社経営企画ユニット経理室 

監査役 

白井  真 
（新任） 東京電力ホールディングス株式会社監査特命役員 

西山 和幸 同左 

  ＜退任予定者＞ 
   取締役：武谷典昭（東京電力ホールディングス株式会社取締役に就任予定。以下同じ） 
   監査役：大河原正太郎 
     
 2．東京電力パワーグリッド株式会社 

 氏 名 現 職 

代表取締役社長 金子 禎則 東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長 

取締役副社長 
最高情報責任者

(CIO)兼IoT担当 
兼技術・業務革 
新推進室長 

三野 治紀 東京電力パワーグリッド株式会社常務取締役 

取締役副社長 
経営改革担当 

岡本  浩 
（新任） 東京電力ホールディングス株式会社常務執行役 

常務取締役 

新宅  正 同左 

江連 正一郎 同左 

大槻 陸夫* 
（新任） 

東京電力ホールディングス株式会社経営企画ユニット

経理室長兼ビジネスソリューション・カンパニー 

取締役（非常勤） 文挾 誠一 同左 

東京電力ホールディングス株式会社常務執行役 

*東京電力ホールディングス株式会社経営企画ユニット経理室を兼任 
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 氏 名 現 職 

取締役（非常勤） 森下 義人 東京電力パワーグリッド株式会社常務取締役兼東京電

力ホールディングス株式会社経営企画ユニット経理室 

監査役 
松下 洋二 同左 

村上 達彦 
（新任） 

東京電力ホールディングス株式会社経営企画ユニット

グループ事業管理室長 

  ＜退任予定者＞ 

取締役：武部俊郎（東京電力ホールディングス株式会社技監、経営技術戦略研究所長に就任予

定）、武谷典昭 

監査役：住吉克之 

 

 3．東京電力エナジーパートナー株式会社 

 氏 名 現 職 

代表取締役社長 川崎 敏寛 
（新任） テプコカスタマーサービス株式会社代表取締役社長 

取締役副社長 
経営管理担当 大亀  薫* 

同左 
東京電力ホールディングス株式会社経営企画ユニット

経理室 

常務取締役 佐藤 美智夫 同左 

常務取締役 
法人事業部長 草柳 昭司 同左 

常務取締役 
E&G事業本部長 

佐藤 育子 
（新任） 東京電力パワーグリッド株式会社配電部長 

常務取締役 秋本 展秀 
（新任） 

東京電力ホールディングス株式会社福島本部復興調整

部部長代理兼福島原子力補償相談室副室長 
常務取締役 

リビング事業本 
部長兼商品開発 
室長 

田村  正 
（新任） 

東京電力エナジーパートナー株式会社商品開発室室長

代行 

取締役（非常勤） 
文挾 誠一 同左 

東京電力ホールディングス株式会社常務執行役 

森下 義人 
（新任） 

東京電力パワーグリッド株式会社常務取締役兼東京電

力ホールディングス株式会社経営企画ユニット経理室 

監査役 

大橋 知雄 
（新任） 東京電力ホールディングス株式会社監査特命役員 

佐藤 梨江子 
（新任） 東京電力エナジーパートナー株式会社常務取締役 

   ＜退任予定者＞ 

取締役：小早川智明（東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長に就任予定）、佐藤

梨江子（東京電力エナジーパートナー株式会社監査役に就任予定）、上田裕司、森尻

謙一（東京電力ホールディングス株式会社監査特命役員に就任予定）、永澤昌（同社

執行役員経営企画ユニット企画室長に就任予定）、武谷典昭 

監査役：青柳光広、嶋津誠 

以 上 

*東京電力ホールディングス株式会社経営企画ユニット経理室を兼任 

*東京電力ホールディングス株式会社経営企画ユニット経理室を兼任 
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廃炉・汚染水対策の概要 ２０１７年４月２７日
廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議

1

使用済燃料プール
からの燃料取り出し

燃料デブリ
取り出し

原子炉施設の解体等

「廃炉」の主な作業項目と作業ステップ

保管／搬出燃料取り出し
燃料取り出し
設備の設置

瓦礫撤去、
除染

「汚染水対策」の３つの基本方針と主な作業項目

保管／搬出
燃料デブリ
取り出し

解体等
設備の設計

・製作
シナリオ

・技術の検討

１、２号機 ３号機 ４号機

方針１．汚染源を取り除く

～汚染水対策は、下記の３つの基本方針に基づき進めています～

方針２．汚染源に水を近づけない

方針３．汚染水を漏らさない

③地下水バイパスによる地下水汲み上げ

④建屋近傍の井戸での地下水汲み上げ

⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置

⑥雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装

⑦水ガラスによる地盤改良

⑧海側遮水壁の設置

⑨タンクの増設（溶接型へのリプレイス等）

多核種除去設備（ALPS）等
• タンク内の汚染水から放射性物質を除去しリスクを低

減させます。
• 多核種除去設備に加え、東京電力による多核種除去設

備の増設（2014年９月から処理開始）、国の補助事
業としての高性能多核種除去設備の設置（2014年
10月から処理開始）により、汚染水（RO濃縮塩水）
の処理を2015年5月に完了しました。

• 多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水
について、多核種除去設備での処理を進めています。

(高性能多核種除去設備)

凍土方式の陸側遮水壁
• 建屋を陸側遮水壁で囲み、建屋への地下水流入を抑制します。
• 2016年3月より海側及び山側の一部、2016年6月より山側の

95%の範囲の凍結を開始しました。山側未凍結箇所は2016年
12月に2箇所、2017年3月に4箇所の凍結を進め、未凍結箇
所は1箇所となりました。

• 2016年10月、海側において海水配管トレンチ下の非凍結箇所
や地下水位以上などの範囲を除き、凍結必要範囲が全て0℃以
下となりました。

海側遮水壁

• １～４号機海側に遮水壁を設置し、汚染された地下水の
海洋流出を防ぎます。

• 遮水壁を構成する鋼管矢板の打設が2015年9月に、鋼
管矢板の継手処理が2015年10月に完了し、海側遮水
壁の閉合作業が終わりました。

(海側遮水壁)

プールからの燃料取り出しに向けて

（注１）事故により溶け落ちた燃料。

～４号機使用済燃料プールからの燃料取り出しが完了しました。１～３号機の燃料取り出し、燃料デブリ(注１)取り出しの開始に向け順次作業を進めています～

（注３）配管などが入った地下トンネル。

号機ごとの燃料デブリ
取り出し方針の決定

①多核種除去設備等による汚染水浄化

②トレンチ(注３)内の汚染水除去

１号機：燃料取り出し開始 2020年度
２号機：燃料取り出し開始 2020年度
３号機：燃料取り出し開始 2018年度中頃
４号機：燃料取り出し完了 2014年

原子炉格納容器内の状況把握／
燃料デブリ取り出し工法の検討 等

（注２）

１～３号機

2018年度上半期

中長期ロードマップ改訂
（2015年6月）から
2年後目処

初号機の燃料デブリ
取り出し方法の確定

（注２）

( )
凍結管バルブ
開閉操作の様子

３号機の使用済燃料プールからの燃料取り出
しに向け、燃料取り出し用カバーの設置作業
を進めています。
原子炉建屋オペレーティングフロアの線量低減対策とし
て、2016年6月に除染作業、2016年12月に遮へい体
設置が完了しました。2017年1月より、燃料取り出し用
カバーの設置作業を開始しました。

3号機燃料取り出し用カバー設置状況
ＦＨＭガーダ鉄骨部材設置状況

ＦＨＭ
ガーダ

ＦＨＭ
ガーダ

1



建屋内滞留水処理の状況
(２号機復水器)

建屋内滞留水の処理を進めるため、高線量の汚染水を
貯留している2号機復水器内のホットウェル天板上部の
水抜き作業を4/3～13
に実施し、移送を完了
しました。

陸側遮水壁の状況

◆１～３号機の原子炉・格納容器の温度は、この１か月、約15℃～約25℃※１で推移しています。
また、原子炉建屋からの放射性物質の放出量等については有意な変動がなく

※２
、総合的に冷温停止状態を維持していると判断しています。

※１ 号機や温度計の位置により多少異なります。
※２ １～４号機原子炉建屋からの放出による被ばく線量への影響は、2017年3月の評価では敷地境界で年間0.00024ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満です。

なお、自然放射線による被ばく線量は年間約2.1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ (日本平均)です。

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版）

取り組みの状況

１号機建屋カバー解体工事の進捗

2

2016/3/31
凍結開始

4号機

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

1568/1568

凍結管設置 (本)

2015/11/9 凍結管設置完了

1533/1533*

取り出し完了燃料（体）

（2014/12/22燃料取り出し完了）

陸
側
遮
水
壁

＊：2012年に先行して
取り出した新燃料2体を除く

燃料取り出し用カバー

＜梁の取り外し作業の状況＞

原子炉
格納容器
(PCV)

原子炉
圧力容器
(RPV)

燃料
デブリ

圧力抑制室
(S/C)

注水

ベント管

トーラス
室

1号機

392体

建屋カバー鉄骨

安全第一福島第一安全第一福島第一安全第一福島第一

使用済燃料
プール(SFP)

原子炉建屋(R/B)

注水

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ
（閉止完了）

2号機

615体ペ
デ
ス
タ
ル

3号機

注水

構台

安全第一福島第一安全第一福島第一安全第一福島第一

566体

遮へい体 FHMガーダ

サブドレン他浄化設備
２系列化

建屋周辺から汲み上げた地下水（サブド
レン）を浄化するサブドレン他浄化設備に
ついて、同様の設備を設置し1系列から2
系列とする工事が完了し、4/14より運用
を開始しました。

これにより、浄化設備の信頼性が向上し、
サブドレンの浄化を確実に行っていきます。

今後、サブドレン他浄化設備の処理能力
向上のため、更なる設備の強化工事を進め
てまいります。

陸側遮水壁（山側）は、未
凍結1箇所を除き、上部の透
水層である中粒砂岩層の温度
がほぼ0℃以下となりました。

また、凍結の進捗により、
建屋山側の地下水位が低下し、
陸側遮水壁（山側）内外の地
下水位差が拡大しています。

引き続き、地下水位と温度
をしっかり監視していきます。

ミュオンによる３号機原子炉内
燃料デブリ調査開始

＜設置予定位置＞

1号機原子炉建屋上部のガレキ撤去時のダスト飛
散抑制のため、建屋カバーの梁に防風シートを設置
する予定です。

増設焼却炉の
設置に向けて

主に伐採木、ガレキ類等の可燃
物を焼却するための増設雑固体廃
棄物焼却設備について、2020年
度の運用開始に向け、4/11に実
施計画変更認可申請を原子力規制
委員会に提出しました。

また、2017年3月に造成工事
を完了し、4/17より基礎工事に
向けた準備に着手しています。

＜復水器からの水抜き状況＞

3号機の原子炉内燃料デブリの状況を把握するため、
5月上旬より宇宙線由来のミュオン（素粒子の一種）
を用いた測定※を開始する予定です。

測定状況に応じ、適宜結果報告を行います。
※：1,2号機と同様のミュオン透過法

ホットウェル天板

復水器

水抜き範囲

２号機 タービン建屋断面図

防風シート設置に向け、
3/31より建屋カバーの
柱・梁の取り外しを開始し、
5月に完了する予定です。

現場及び敷地境界付近に
設置されたダストモニタに
おいて、作業に伴う有意な
変動は確認されていません。 断面図

平面図

JAEA国際共同研究棟が
富岡町に開所

国内外の英知を結集させ、安全か
つ確実に廃止措置等を実施するため
の研究開発と人材育成を行う中心拠
点として、福島県双葉郡富岡町に
JAEAが「国際共同研究棟」を整備
し、4/23に開所式を開催しました。
「国際共同研究棟」には東京電力
「福島廃炉技術開発推進室」も執務
する予定です。

低圧タービン
外部車室

水
中
ポ
ン
プ

プロセス
主建屋へ

復水器

復水器拡大図

排気筒東側の臨時点検
これまで点検できていなかった1/2号機、3/4号機排

気筒の東面の約50m以下について、タービン建屋屋上か
らの写真撮影による臨時点検を実施しました。

1/2号機については東面45m付近に破断箇所を確認し
ました。なお、45m付近において
東面以外には損傷がないこと等から、
排気筒全体の倒壊の危険性が増すも
のではないと推定しています。

3/4号機については今回の点検で
は破断・変形箇所は確認されていま
せん。 ＜破断箇所の状況＞

地上+45m付近の
斜材接合部

今後も、2017年3月
に完了した1号機タービ
ン建屋内滞留水除去の
経験を踏まえ、建屋内
滞留水の処理を進めて
まいります。
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１
号

２
号

３
号

４
号

主な取り組み 構内配置図

3

提供：日本スペースイメージング（株）、(C)DigitalGlobe

６
号

５
号

敷地境界

MP-1

MP-2

MP-3
MP-4

MP-5

※モニタリングポスト（MP-1～MP-8）のデータ

敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト(MP)のデータ（10分値）は0.528μSv/h～2.026μSv/h（2017/3/29～4/25）。

MP-2～MP-8については、空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、2012/2/10～4/18に、環境改善（森林の伐採、表土の除去、遮へい壁の設置）の工事を実施しました。

環境改善工事により、発電所敷地内と比較して、MP周辺の空間線量率だけが低くなっています。

MP-6については、さらなる森林伐採等を実施した結果、遮へい壁外側の空間線量率が大幅に低減したことから、2013/７/10～７/11にかけて遮へい壁を撤去しました。

MP-6

MP-7

MP-8

凍土方式による
陸側遮水壁

陸側遮水壁の状況

建屋内滞留水処理の状況
（２号機復水器）１号機建屋カバー

解体工事の進捗

サブドレン他
浄化設備

サブドレン他浄化設備の
２系列化

増設焼却炉の
設置に向けて

ミュオンによる
３号機原子炉内

燃料デブリ調査開始

JAEA国際共同研究棟が
富岡町に開所

排気筒東側の
臨時点検
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2017 年 5 月 10 日  

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

委員ご質問への回答 

 

（高桑委員） 

Ｑ：よう素フィルタは自主設備の扱いなのか。 

   （自主設備であれば）なぜ適合性審査から外したのか。 

 

 

Ａ．〇 よう素フィルタは、自主設備ではなく、柏崎刈羽原子力発電所６，７号 

機が規制基準に適合するために必要な重大事故等対処設備として、適合性 

審査を受けているものです。 

   〇 なお、平成 25 年 9 月 27 日の申請時には、よう素フィルタの設置そのも 

のは規制基準の要求事項にはなっていなかったため、必須のものとはして 

いませんでした。 

〇 しかしながら、その後、審査及び各種重大事故等対処設備の設計の進捗 

に伴い、水で除去が困難なガス状放射性物質の低減、および中央制御室で 

の運転員の被ばく低減のために有機よう素を低減することが必要となり、 

その方策として、よう素フィルタを選定しました。 

〇 よう素フィルタを重大事故等対処設備として取り扱うことについては、平

成 27 年 5 月 28 日の第 231 回審査会合で説明しております。 

 

 

以 上 


